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１.はじめに 
 

システムを使用する前に（必ずお読みください。） 
届出の前に、本マニュアルのほか、 

（１）「食品表示基準」（平成 27 年内閣府令第 10 号） 

（２）「食品表示基準について」（平成 27 年 3 月 30 日付け消食表第 139 号消費者庁次長通知） 

（３）「食品表示基準 Q&A」（平成 27 年 3 月 30 日付け消食表第 140 号消費者庁食品表示企画課長

通知） 

（４）「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」 

（５）「機能性表示食品に関する質疑応答集」 

を熟読してください。 

 

１－１．動作環境 

本システムが動作する環境要件は、以下のとおりです。 

（１）OS 

・Microsoft Windows 7 

・Microsoft Windows 8.1 

・Microsoft Windows 10 

 

（２）ブラウザ 

・Microsoft Internet Explorer 11 

 

これら以外の OS・ブラウザでの操作は、データに不具合が生じる可能性がありますので、御利

用をお控えください。 

 

（３）ブラウザの設定 

本システムを御利用いただくためには、ブラウザの設定を動作条件に合わせる必要があり

ます。 

ブラウザの設定については、「補足４．ブラウザの設定内容の確認方法について」（P 199）

を参照してください。 

ブラウザの設定を変更後、現在開いているブラウザを全て閉じてから、開き直してくださ

い。変更した設定が有効になります。 

 

１－２．手続可能時間 

手続可能時間は、午前 8 時から翌午前 1 時までです。 

ただし、システムメンテナンス時は、手続ができません。 

システムメンテナンスについては、システムの掲示板にてお知らせいたします。 

 

１－３．問合せ先 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 

平日 9:30～18:00（土・日・祝日及び年末年始は除く。） 
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２.機能性表示食品制度届出データベースの内

容について 
 

２－１．システムの基本概要 

【食品関連事業者の基本情報の届出】 

 

機能性表示食品制度届出データベースを利用するためには、基本情報の届出が必要です。 

・機能性表示食品の届出を行う食品関連事業者の基本情報の届出を行います。 

・届出の内容に不備がある場合、消費者庁から差戻しが行われ、修正後、再度届出を行います。 

・受付が完了すると、システムを利用するために必要なユーザ ID が発行されます。 

 

 

【機能性表示食品に係る届出情報の届出】（ログイン後） 

（機能性表示食品に係る届出情報の「新規届出」、「変更届」、「撤回届」について） 

 

・届出の内容に不備がある場合、消費者庁から差戻しが行われ、修正後、再度届出を行います。 

・受付が完了すると、機能性表示食品に係る届出情報が消費者へ公開されます。 

 

 

（機能性表示食品に係る届出情報の「販売状況等更新」について） 

 

・届出データベースの届出食品基本情報詳細における以下の項目についてのみ、簡易に更

新可能とする仕組みです。更新を行った日の翌日に更新内容がそのまま反映されます。 
担当部局 
氏名 
連絡先電話番号 
連絡先内線番号 
連絡先メールアドレス 
連絡先メールアドレス（確認用） 
販売状況 

届出 受付 
［送信］ 

［食品関連事業者］ ［消費者庁］ 

［差戻し］ 

ユーザ ID 取得 

届出 受付 公開 
［送信］ 

［食品関連事業者］ ［消費者庁］ ［消費者］ 
［受付］ 

［差戻し］ 

届出 受付 公開 
［送信］ 

［食品関連事業者］ ［消費者庁］ ［消費者］ 
［受付］ 

［受付］ 
［食品関連事業者］ 

書類郵送
［印刷］ 
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・機能性表示食品の販売状況は、販売状況の変更の有無にかかわらず一定期間（約半年）

毎に更新する必要があります。 
・一定期間販売状況の更新がない場合、「機能性表示食品 届出食品基本情報」で入力した

連絡先メールアドレス宛てへ更新を督促するメールを送付いたします。 
 

 

【食品関連事業者の基本情報の届出（変更届）】（ログイン後） 

 

・「変更届」を届け出ることによって、食品関連事業者の基本情報を変更することができます。 

・届出の内容に不備がある場合、消費者庁より差戻しが行われ、修正後、再度届出を行います。 

 

２－２．共通操作について 

（１）プルダウン 

項目を選択する方式の一つ。 

 にマウスカーソルを合わせてクリックすると、そこから選択項目の一覧が引き出された

ように垂れ下がってくる表示方法のことです。 

プルダウンの選択方法を、以下に例を挙げて説明します。 

 

①プルダウン一覧表示 

 

プルダウンの  にマウスカーソルを合わせてクリックします。 

 

②選択 

 

表示された内容から選択する項目にマウスカーソルを合わせてクリックします。 

 

③選択完了 

 

 

（２）ラジオボタン 

項目を選択する方式の一つ。 

複数の選択項目の中から一つの項目だけを選択するためのボタンです。一つ選択すると、他

のチェックが外れます。 

ラジオボタンは、画面上では「○」のような図形で表示されており、「○」をクリックすると

届出 受付 
［送信］ 

［食品関連事業者］ ［消費者庁］ 

［差戻し］ 
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「◉」の図形に変わります。例えば、以下の場合は「法人」が選択されている状態になります。 

 

 

（３）チェックボックス 

項目を選択する方式の一つ。 

小さな正方形で表示されます。チェック記号を入れたり外したりすることにより、「はい」、

「いいえ」の意思表示をします。 

一つのチェックボックスは、一つの項目に対応しており、その項目に「はい」と答えるとき

はチェックを入れ、「いいえ」と答えるときはチェックを外して回答する方式です。 

チェックボックスは、画面上では「□」のような図形で表示されており、「□」をクリックす

ると「□」の中に「レ」が現れます。 

マウスのカーソルをチェックボックスに合わせてクリックするとチェックが入り、もう一度

クリックするとチェックが外れるようになっています。 

例えば、以下の場合は、「最終製品の喫食実績を評価」について「はい」と答えている状態に

なります。 

 

 

（４）テキストボックス 

全角又は半角文字で、文字を入力することができます。 

例えば、以下の場合は、住所に「東京都千代田区大手町１－１」、電話番号に「012-345-6789」

が入力されています。 

 

 

（５）入力必須項目 

※のマークが付いている項目は、入力必須の項目です。 

省略することができないので、必ず入力してください。 

 

 

（６）日付入力項目 

カレンダーから日付を選択してテキストボックスに入力することができます。 

「本日」ボタンを押すと、ボタンを押した当日の日付が入力されます。 

また、入力した日付を消したいときは「クリア」ボタンを押します。 
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「カレンダー」ボタンを押すと「カレンダー」画面が表示されますので、日付を選択しま

す。「年」プルダウンと「月」プルダウンの内容を変更し「表示」ボタンを押すと、その月の

カレンダーが表示されます。 
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（７）注意事項 

 

ブラウザの戻る・進むボタンで画面を遷移してしまうと、正常に動作しませんので使用しな

いでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能性表示食品制度届出データベースへログインしている状態で、ウインドウの閉じるボタ

ンで画面を閉じてしまうと、正常にログアウトできませんので使用しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

使用しないでください 

使用しないでください 

注意 

注意 
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２－３．表示されるメッセージについて 

（１）確認メッセージ 

（例）「送信します。よろしいですか？」 

 
それぞれの画面で必要事項を全て入力（選択）し、処理を実行するボタンを押した際に表示

されます。良ければ「ＯＫ」ボタンを、変更したい場合は「キャンセル」ボタンを押してくださ

い。 

 

（２）エラーメッセージ 

（例）「商品名には、必ず値を入力する必要があります。」 

 

画面内に入力漏れや最大文字数を越えるといった入力制限事項から外れた処理をしている場

合に表示されます。メッセージの指示に従って再度入力してください。 
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２－４．セッションタイムアウトについて 

同一画面内において通信しない状態（画面遷移を行わない状態）が 60 分を経過すると、セッシ

ョンタイムアウトとなります。「ログアウト」ボタンを押して再度ログインしてください。 

 なお、セッションタイムアウトとなった場合、それまでに入力された情報は保存されません。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－５．システムメンテナンスについて 

手続可能時間外や、システムメンテナンス中の場合は以下のような画面が表示されますので、

手続可能時間までお待ちください。 



 

機能性表示食品制度届出データベース 届出マニュアル（食品関連事業者向け） 

9 

 

２－６．エラーメッセージについて 

機能性表示食品制度届出データベースのログイン及び食品関連事業者の基本情報届出時に、

御利用の端末が本システム動作条件を満たしていない場合は、以下のような画面が表示され

ますので、「１－１.動作環境」を御確認ください。 
ブラウザの設定については、「補足４．ブラウザの設定内容の確認方法について」（P 199）

を参照してください。 

 
      

「動作環境の説明を表示する」をクリックすると、動作環境（PDF ファイル）が表示されま

す。 
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３.食品関連事業者の基本情報の届出を行う 
 

３－１．基本情報の届出を行う 

（１）新規の届出を行う 

<１>使用する Internet Explorer から https://www.fld.caa.go.jp/caaks/ccsc01/kinoseiTo

roku にアクセスすると、「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報届出

（新規）」画面が表示されます。 

 

「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報届出（新規）」画面 
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画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「食品関連事業者の区分」ラジオボ

タン 

食品関連事業者の区分を「法人」又は「個人」から

選択します。 

※入力必須項目です。 

[2] 「法人番号」テキストボックス 食品関連事業者の法人番号（13 桁）を入力しま

す。 

法人番号は、国税庁が「行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成 25 年 5月 31 日法律第 27 号）」に基づき指定して

います。法人番号に関して詳しくは、国税庁に御問

い合わせください。 

※「食品関連事業者の区分」が法人の場合のみ入力

必須項目です。 

[3] 「氏名又は名称」テキストボックス 食品関連事業者の氏名又は名称を入力します。 

法人の場合は、法人名（法人登記されている名称と

し、代表者の氏名は不要）、個人の場合は、個人の

氏名を入力します。 

※入力必須項目です。 

[4] 「屋号」テキストボックス 必要に応じて食品関連事業者の屋号を入力します。 

[5] 「郵便番号」テキストボックス 食品関連事業者の郵便番号を入力します。 

※入力必須項目です。 

[6] 「住所又は所在地」テキストボック

ス 

食品関連事業者の住所又は所在地を入力します。 

法人の場合は、本社住所（法人登記されている所在

地）、個人の場合は、生活の本拠を入力します。 

※入力必須項目です。 

※郵送する確認書類と齟齬のないように入力してく

ださい。 

[7] 「代表電話番号」テキストボックス 食品関連事業者の代表電話番号を入力します。 

※入力必須項目です。 

[8] 「FAX 番号」テキストボックス 食品関連事業者の FAX 番号を入力します。 

[9] 「パスワード」テキストボックス パスワードを入力します。 

パスワード(確認用)へ同じパスワードを入力しま

す。 

※入力必須項目です。 

※データベースのログインに必要になります。大切

に保管してください。 

[10] 「パスワード(確認用)」テキストボ

ックス 

[11] 「届出担当者 部署」テキストボック

ス 

届出担当者の部署を入力します。 

[12] 「届出担当者 氏名」テキストボック

ス 

届出担当者の氏名（個人の場合は[3]で入力した氏

名）を入力します。 

※入力必須項目です。 

※原則、届出をしようとする食品関連事業者の従業

員を届出担当者としてください。 

[13] 「連絡先電話番号」テキストボック

ス 

届出担当者の連絡先電話番号を入力します。 

※入力必須項目です。 
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No. 項目名等 説明 

[14] 「連絡先内線番号」テキストボック

ス 

届出担当者の連絡先内線番号を入力します。 

 

 

[15] 「連絡先メールアドレス」テキスト

ボックス 

届出担当者の連絡先メールアドレスを入力します。 

届出担当者の連絡先メールアドレス（確認用）へ同

じメールアドレスを入力します。 

※入力必須項目です。 

[16] 「連絡先メールアドレス（確認用）」

テキストボックス 

[17] 「その他担当者１ 部署」テキストボ

ックス 

その他担当者１の部署を入力します。 

[18] 「その他担当者１ 氏名」テキストボ

ックス 

その他担当者１の氏名を入力します。 

[19] 「その他担当者１電話番号」テキス

トボックス 

その他担当者１の電話番号を入力します。 

[20] 「その他担当者１内線番号」テキス

トボックス 

その他担当者１の内線番号を入力します。 

[21] 「その他担当者１メールアドレス」

テキストボックス 

その他担当者１のメールアドレスを入力します。 

その他担当者１のメールアドレス（確認用）へ同じ

メールアドレスを入力します。 [22] 「その他担当者１メールアドレス

（確認用）」テキストボックス 

[23] 「その他担当者２ 部署」テキストボ

ックス 

その他担当者２の部署を入力します。 

[24] 「その他担当者２ 氏名」テキストボ

ックス 

その他担当者２の氏名を入力します。 

[25] 「その他担当者２ 電話番号」テキス

トボックス 

その他担当者２の電話番号を入力します。 

[26] 「その他担当者２ 内線番号」テキス

トボックス 

その他担当者２の内線番号を入力します。 

[27] 「その他担当者２ メールアドレス」

テキストボックス 

その他担当者２のメールアドレスを入力します。 

その他担当者２のメールアドレス（確認用）へ同じ

メールアドレスを入力します。 [28] 「その他担当者２ メールアドレス

（確認用）」テキストボックス 

[29] 「送信せずに終了」ボタン 基本情報の届出を送信しないで届出の画面を終了す

るとき、このボタンを押して画面を閉じます。 

なお、それまでに入力した情報は保存されません。 

[30] 「入力内容の確認」ボタン 入力が完了したとき、このボタンを押します。「機

能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情

報確認」画面が表示されます。 

 

 

その他担当者１及びその他担当者２について、異動等により担当者が変わり、連絡がとれな

くなることがないように御注意ください。 

 

 
パスワードは以下の条件で設定します。 

・８文字以上 15 文字未満 

注意 
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・使用可能な文字は、半角数字・半角英大文字・半角英小文字・半角記号 

・必ず半角数字・半角英小文字・半角記号をそれぞれ１文字以上混在させること 

 

パスワードとして設定可能な文字・記号 

名称 文字・記号 

半角数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

半角英大文字 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

半角英小文字 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

半角記号 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ] ^ _ ` 
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<２>必要事項を入力したら、「入力内容の確認」ボタンを押します。 

基本情報の届出を中止するときは、「送信せずに終了」ボタンを押してブラウザを閉じま

す。このとき、それまでに入力した情報は保存されません。 

 

「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報届出（新規）」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵便番号を入力し、「住所検索」ボタンを押すと、住所の一部が自動で入力されます。 

 

 

 

 

 

 

郵便番号で検索した住所は、登記住所と違う場合があるため、必ず確認してください。 

 

 

  

注意 



 

機能性表示食品制度届出データベース 届出マニュアル（食品関連事業者向け） 

15 

 

<３>「入力内容の確認」ボタンを押すと、「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基

本情報確認」画面が表示されます。 

 

「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報確認」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面項目の説明 

No. 項目名 説明 

[1] 「戻る」ボタン 基本情報の届出を送信しないで「機能性表示食品制

度 食品関連事業者に関する基本情報届出（新

規）」画面へ戻ります。 

[2] 「送信」ボタン 基本情報の届出を送信します。 

 ※パスワードは非表示にしています。 

  

[1] [2]
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<４>入力した内容に問題がなければ、「送信」ボタンを押します。 

基本情報の届出を修正するときは、「戻る」ボタンを押します。その場合、「機能性表示食

品制度 食品関連事業者に関する基本情報届出（新規）」の画面へ戻ります。 

 

「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報確認」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<５>「送信」ボタンを押すと、送信完了のメッセージが表示されるので、「ＯＫ」ボタンを押

して画面を閉じます。 

受付はまだ完了していません。仮受付完了のメールがすぐに送信されますので、確認して

ください。 

 

「ＯＫ」ボタンを押して画面を閉じなければ、仮受付メールは送付されません。 
 

「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報確認」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注意 
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<６>届出担当者の連絡先メールアドレス宛てに仮受付完了のメールが送信されますので、メー

ルに記載されている URL にアクセスします。 

メールに記載されている URL にアクセスすると「機能性表示食品制度 食品関連事業者に

関する基本情報印刷」画面が表示されます。 

その他担当者に仮受付完了のメールは送信されません。 

 

 

基本情報の仮受付メールは、届出を提出した後、即時送付いたします。届かない場合は正常

に届出されていない可能性があります。届出担当者のメールアドレスの入力にミスがないか、

メールがブロックされていないかどうか確認してください。 

仮受付された基本情報は１か月を経過すると、自動的に削除されますので、速やかにメール

に記載されている URL にアクセスし、食品関連事業者の基本情報に関する届出書を印刷・押印

の上、必要書類とともに消費者庁食品表示企画課宛てに郵送してください。  

注意 
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仮受付完了メール（件名） 

 

仮受付完了メール（本文）

 

  

【機能性表示食品制度】届出者の基本情報：仮受付について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における届出者の基本情報を仮受付いたしました。 

 

受付番号：xxxxxxxxxx 

※受付はまだ完了していません。 

 

下記 URL にアクセスし、【機能性表示食品制度】届出者の基本情報に関する 

届出書を印刷・押印（社印）の上、 

必要書類とともに xxxx 年 x 月 x日必着で消費者庁食品表示企画課宛てに郵送してください。 

封筒には、「『機能性表示食品制度』届出者の基本情報に関する届出書在中」と朱書きしてください。 

http://www.xxxxxxx.xxxxxx/yyyyy/zzz 

なお、仮受付された基本情報は、1 か月を経過すると、自動的に削除されるため、御注意ください。 

 

【郵送先】 

〒100-8958 千代田区霞が関 3-1-1 合同庁舎第４号館 消費者庁 食品表示企画課 

 

【必要書類】 

・法人の場合：登記簿謄本 

・個人の場合：住所、氏名、生年月日が確認できる本人確認書類（住民票の写し（コピー不可）、 

 運転免許証のコピー（裏面にも記載がある場合は表裏両面のコピー）、旅券（パスポート）のコピー等） 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

届出者の基本情報に関する届出書は、PDF 形式で表示されるため、PDF 形式の情報を参照するために、 

アドビシステムズ社の Adobe Reader が必要です。 

アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、ダウンロードして御利用ください。 

  アドビシステムズ社ホームページへ https://www.adobe.com/jp/# 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 
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<７>メールに記載されている URL にアクセスすると、「機能性表示食品制度 食品関連事業者

に関する基本情報印刷」画面が表示されます。 

 

「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報印刷」画面 

 

 

 

画面項目説明 

No. 項目名 説明 

[1] 「受付番号」テキストボックス 受付番号が表示されます。 

[2] 「版数」テキストボックス 版数が表示されます。 

※版数は、内容の修正を行った回数です。 

[3] 「届出書の印刷を終了」ボタン 届出書の印刷を終了するとき、このボタンを押して

画面を閉じます。 

[4] 「内容の修正」ボタン 基本情報の内容を修正するとき、このボタンを押し

ます。「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関

[3] [4] [5]

[1]
[2]
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No. 項目名 説明 

する基本情報修正」画面が表示されます。基本情報

の内容を修正することができます。 

[5] 「届出書の印刷用画面を表示」ボタ

ン 

届出書の印刷用画面を表示するとき、基本情報の内

容を確認し、このボタンを押して届出書の印刷用画

面を表示して、基本情報に関する届出書を印刷しま

す。 

 ※パスワードは非表示にしています。 

 

<８>基本情報に関する届出書の印刷用画面を表示するときは、「届出書の印刷用画面を表示」ボ

タンを押します。 

基本情報の内容を修正するときは、「内容の修正」ボタンを押します。 

届出書の印刷を終了するときは、「届出書の印刷を終了」ボタンを押して画面を閉じます。 

 

「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報印刷」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出者の基本情報に関する届出書は、PDF 形式で表示されるため、PDF 形式の情報を参照する

ために、 

アドビシステムズ社の Adobe Reader が必要です。 

アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、ダウンロードして御利用ください。 

アドビシステムズ社ホームページ https://www.adobe.com/jp/# 

 

 

  

注意 
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<９>「届出書の印刷用画面を表示」ボタンを押すと、基本情報に関する届出書のダウンロード

確認のメッセージが表示されます。 

基本情報に関する届出書を表示するときは、「ファイルを開く」ボタンを押します。保存

するときは、「保存」ボタンを押し、保存先を選択します。 

 

「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報印刷」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<１０>基本情報に関する届出書が表示されますので、誤りがないか御確認の上、印刷してくだ

さい。 

 

「基本情報に関する届出書」 
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<１１>基本情報に関する届出書が印刷されますので、提出書類と一緒に郵送してください。行

政書士等の外部の者が届出担当者や担当者となる場合には、消費者庁食品表示企画課に御

問い合せください。 

「基本情報に関する届出書」 
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<１２>「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報印刷」画面において、「内容の

修正」ボタンを押すと、「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報修正」

画面が表示され、基本情報の内容を修正することができます。 

 

「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報修正」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「食品関連事業者の区分」ラジオボ

タン 

食品関連事業者の区分を「法人」又は「個人」から

選択します。 

※入力必須項目です。 

[1] 

[33] [32] 

[2] 
[3] 

[4] 

[5] 
[6] 
[7] 
[8] 

[9] 
[10] 
[11] 
[12] 
[13] 

[14] 
[15] 
[16] 
[17] 
[18] 
[19] 

[20] 
[21] 
[22] 
[23] 
[24] 
[25] 

[30] 
[31] 

[26] 
[27] 
[28] 
[29] 
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No. 項目名等 説明 

[2] 「法人番号」テキストボックス 食品関連事業者の法人番号（13 桁）を入力しま

す。 

法人番号は、国税庁が「行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律」に

基づき指定しています。詳しくは、国税庁に御問い

合せ下さい。 

※「食品関連事業者の区分」が法人の場合のみ入力

必須項目です。 

[3] 「氏名又は名称」テキストボックス 食品関連事業者の氏名又は名称を入力します。 

法人の場合は、法人名（法人登記されている名称と

し、代表者の氏名は不要）、個人の場合は、個人の

氏名を入力します。 

※入力必須項目です。 

[4] 「屋号」テキストボックス 食品関連事業者の屋号を入力します。 

[5] 「郵便番号」テキストボックス 食品関連事業者の郵便番号を入力します。 

※入力必須項目です。 

[6] 「住所又は所在地」テキストボック

ス 

食品関連事業者の住所又は所在地を入力します。 

法人の場合は、本社住所（法人登記されている所在

地）、個人の場合は、生活の本拠を入力します。 

※入力必須項目です。 

[7] 「代表電話番号」テキストボックス 食品関連事業者の代表電話番号を入力します。 

※入力必須項目です。 

[8] 「FAX 番号」テキストボックス 食品関連事業者の FAX 番号を入力します。 

[9] 「届出担当者 部署」テキストボック

ス 

届出担当者の部署を入力します。 

[10] 「届出担当者 氏名」テキストボック

ス 

届出担当者の氏名を入力します。 

※入力必須項目です。 

[11] 「連絡先電話番号」テキストボック

ス 

届出担当者の連絡先電話番号を入力します。 

※入力必須項目です。 

[12] 「連絡先内線番号」テキストボック

ス 

届出担当者の連絡先内線番号を入力します。 

[13] 「連絡先メールアドレス」テキスト

ボックス 

届出担当者の連絡先メールアドレスが表示されま

す。 

[14] 「その他担当者１ 部署」テキストボ

ックス 

その他担当者１の部署を入力します。 

[15] 「その他担当者１ 氏名」テキストボ

ックス 

その他担当者１の氏名を入力します。 

[16] 「その他担当者１電話番号」テキス

トボックス 

その他担当者１の電話番号を入力します。 

[17] 「その他担当者１内線番号」テキス

トボックス 

その他担当者１の内線番号を入力します。 

[18] 「その他担当者１メールアドレス」

テキストボックス 

その他担当者１のメールアドレスを入力します。 

その他担当者１のメールアドレス（確認用）へ同じ

メールアドレスを入力します。 [19] 「その他担当者１メールアドレス

（確認用）」テキストボックス 

[20] 「その他担当者２ 部署」テキストボ

ックス 

その他担当者２の部署を入力します。 
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No. 項目名等 説明 

[21] 「その他担当者２ 氏名」テキストボ

ックス 

その他担当者２の氏名を入力します。 

[22] 「その他担当者２ 電話番号」テキス

トボックス 

その他担当者２の電話番号を入力します。 

[23] 「その他担当者２ 内線番号」テキス

トボックス 

その他担当者２の内線番号を入力します。 

[24] 「その他担当者２ メールアドレス」

テキストボックス 

その他担当者２のメールアドレスを入力します。 

その他担当者２のメールアドレス（確認用）へ同じ

メールアドレスを入力します。 [25] 「その他担当者２ メールアドレス

（確認用）」テキストボックス 

[26] 「パスワード変更」チェックボック

ス 

パスワードを変更するとき、チェックを入れます。 

[27] 「現在のパスワード」テキストボッ

クス 

現在のパスワードを入力します。 

[28] 「新しいパスワード」テキストボッ

クス 

新しいパスワードを入力します。 

確認用へ同じパスワードを入力します。 

[29] 「新しいパスワード（確認用）」テキ

ストボックス 

[30] 「受付番号」テキストボックス 受付番号が表示されます。 

[31] 「版数」テキストボックス 版数が表示されます。 

※版数は、内容の修正を行った回数です。 

[32] 「戻る」ボタン 基本情報の届出を修正しないで「機能性表示食品制

度 食品関連事業者に関する基本情報印刷」画面へ

戻ります。 

[33] 「入力内容を確認」ボタン 基本情報の届出の修正が完了したとき、このボタン

を押すと「機能性表示食品制度 食品関連事業者に

関する基本情報印刷」画面が表示されます。 

 

 

その他担当者１及びその他担当者２について、異動等により担当者が変わり、連絡がとれな

くなることがないように御注意ください。 

 

 
パスワードは以下の条件で設定します。 

・８文字以上１５文字未満 

・使用可能な文字は、半角数字・半角英大文字・半角英小文字・半角記号 

・必ず半角数字・半角英小文字・半角記号をそれぞれ１文字以上混在させること 

 

パスワードとして設定可能な文字・記号 

名称 文字・記号 

半角数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

半角英大文字 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

半角英小文字 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

半角記号 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ] ^ _ ` 

  

注意 
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<１３>必要事項を修正したら、「入力内容を確認」ボタンを押します。 

修正を取りやめる場合は、「戻る」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報修正」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<１４>基本情報に関する届出書の印刷についての通知メッセージが表示されますので、「ＯＫ」

ボタンを押します。 

基本情報に関する届出書の修正後は必ず印刷してください。なお、修正を行った場合、

版数が増加します。 

 

「ＯＫ」ボタンを押して画面を閉じなければ、仮受付メールは送付されません。 

 

「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報印刷」画面 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注意 
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<１５>基本情報に関する届出書の印刷用画面を表示するときは、「届出書の印刷用画面を表示」

ボタンを押します。 

基本情報の内容を修正するときは、「内容の修正」ボタンを押します。 

届出書の印刷を終了するときは、「届出書の印刷を終了」ボタンを押して画面を閉じます。 

 

「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報印刷」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報印刷（P27）」画面と印刷する「届

出者の基本情報に関する届出（P29）」の版数が同じであることを確認してください。 

  

注意 
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<１６>「届出書の印刷用画面を表示」ボタンを押すと、基本情報に関する届出書のダウンロー

ド確認のメッセージが表示されます。 

基本情報に関する届出書を表示するときは、「ファイルを開く」ボタンを押します。保

存するときは、「保存」ボタンを押し、保存先を選択します。 

 

「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報印刷」画面 
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<１７>基本情報に関する届出書が表示されますので、印刷してください。 

 

「基本情報に関する届出書」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報印刷（P27）」画面と印刷する「届

出者の基本情報に関する届出（P29）」の版数が同じであることを確認してください。 

  

注意 
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（２）基本情報に不備があった場合、又は必要書類に不備があった場合に再度届出を行う 

<１>基本情報の内容に不備がある場合は、届出担当者の連絡先メールアドレス宛てに届出の差

戻し（基本情報不備）メールが送信されますので、メールに記載されている URL にアクセ

スし基本情報を修正後、再度、基本情報に関する届出書を提出します。 

メールに記載されている URL をクリックすると「機能性表示食品制度 食品関連事業者に

関する基本情報印刷」画面が表示されます。 

なお、仮受付された基本情報は、1か月を経過すると、自動的に削除されるため、速やか

に修正し、再度、食品関連事業者の基本情報に関する届出書を消費者庁食品表示企画課に郵

送してください。 

 

差戻しメール（件名） 

 

 

差戻しメール（本文） 

 

  

【機能性表示食品制度】届出者の基本情報：届出書の不備について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における届出者の基本情報に関する届出書の内容に不備がありましたので、 

下記差戻し理由、コメントの内容を御確認いただき、下記 URL にて届出内容の修正を xxxx 年 x月 x 日までに行ってください。 

 

受付番号：xxxxxxxxxx 

※受付はまだ完了していません。 

 

差戻し理由、コメント 

********************************************************** 

********************************************************** 

********************************************************** 

 

http://www.xxxxxxx.xxxxxx/yyyyy/zzz 

 

なお、仮受付された基本情報は、1 か月を経過すると、自動的に削除されるため、御注意ください。 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 
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修正期限の 10 日前になっても届出がない場合は、届出担当者の連絡先メールアドレス宛て

に届出対応依頼メール（基本情報不備）が送信されます。 

 メールの URL にアクセスして、基本情報を修正後、再度、食品関連事業者の基本情報に関す

る届出書を消費者庁食品表示企画課宛に郵送してください。 

 

対応依頼メール（件名） 

 

 

対応依頼メール（本文） 

 

  

【機能性表示食品制度】届出者の基本情報：届出対応依頼 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における届出者の基本情報の修正を依頼しましたが、基本情報の修正が行われていません。 

下記差戻し理由、コメントの内容を御確認いただき、xxxx 年 x月 x 日までに下記 URL にて届出内容の修正を行ってください。 

 

受付番号：xxxxxxxxxx 

※受付はまだ完了していません。 

 

差戻し理由、コメント 

********************************************************** 

********************************************************** 

********************************************************** 

 

http://www.xxxxxxx.xxxxxx/yyyyy/zzz 

 

なお、仮受付された基本情報は、1 か月を経過すると、自動的に削除されるため、御注意ください。 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 

注意 
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<２>必要書類に不備があり、消費者庁より差戻しされた場合は、届出担当者の連絡先メールア

ドレス宛てに届出の差戻し（必要書類不備）メールが送信されますので、再度、必要書類を

郵送してください。 

なお、仮受付された基本情報は、1か月を経過すると、自動的に削除されるため、速やか

に、必要書類を再度、郵送してください。 

 

差戻しメール（件名） 

 

 

差戻しメール（本文） 

 

  

【機能性表示食品制度】届出者の基本情報：届出書類の不備について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における届出者の基本情報に関する届出書とともに郵送いただいた必要書類に不備がありましたので、 

下記差戻し理由、コメントの内容を御確認いただき、xxxx 年 x月 x 日必着で食品表示企画課に再度、郵送してください。 

封筒には、「（再）『機能性表示食品制度』届出者の基本情報に関する届出書在中」と朱書きしてください。 

 

受付番号：xxxxxxxxxx 

※受付はまだ完了していません。 

 

差戻し理由、コメント 

********************************************************** 

********************************************************** 

********************************************************** 

なお、仮受付された基本情報は、1 か月を経過すると、自動的に削除されるため、御注意ください。 

 

【郵送先】 

〒100-8958 千代田区霞が関 3-1-1 合同庁舎第４号館 消費者庁 食品表示企画課 

 

【必要書類】 

・法人の場合：登記簿謄本 

・個人の場合：住所、氏名、生年月日が確認できる本人確認書類（住民票の写し（コピー不可）、 

 運転免許証のコピー（裏面にも記載がある場合は表裏両面のコピー）、旅券（パスポート）のコピー等） 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 
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送付期限の 10 日前になっても届出がない場合は、届出担当者の連絡先メールアドレス宛てに

対応依頼メール（必要書類不備）が送信されます。再度、必要書類を郵送してください。 

 

対応依頼メール（件名） 

 

 

対応依頼メール（本文） 

 

【機能性表示食品制度】届出者の基本情報：届出対応依頼 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における届出者の基本情報を仮受付しましたが、必要書類が届いていません。 

御確認の上、消費者庁食品表示企画課宛てに至急郵送してください。 

行違いなどで既に郵送いただいていている方に本メールが送信された場合は、御容赦ください。 

 

受付番号：xxxxxxxxxx 

※受付はまだ完了していません。 

 

下記 URL にアクセスし、【機能性表示食品制度】届出者の基本情報に関する届出書を印刷・押印（社印）の上、 

必要書類とともに xxxx 年 x 月 x日必着で消費者庁食品表示企画課宛に郵送してください。 

 

封筒には、「『（再）機能性表示食品制度』届出者の基本情報に関する届出書在中」と朱書きしてください。 

 

なお、仮受付された基本情報は、1 か月を経過すると、自動的に削除されるため、御注意ください。 

 

【郵送先】 

〒100-8958 千代田区霞が関 3-1-1 合同庁舎第４号館 消費者庁 食品表示企画課 

 

【必要書類】 

・法人の場合：登記簿謄本 

・個人の場合：住所、氏名、生年月日が確認できる本人確認書類（住民票の写し（コピー不可）、 

 運転免許証のコピー（裏面にも記載がある場合は表裏両面のコピー）、旅券（パスポート）のコピー等） 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

基本情報届出書は、PDF 形式で表示されるため、PDF 形式の情報を参照するために、アドビシステムズ社の Adobe Reader が

必要です。 

アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、ダウンロードして御利用ください。 

  アドビシステムズ社ホームページへ https://www.adobe.com/jp/# 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 

注意 
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<３>基本情報に不備があった場合、「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報

印刷」画面において、「内容の修正」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報印刷」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<４>「機能性表示食品制度 食品関連事業者に関する基本情報修正」画面が表示されます。 

修正の操作については、「３－１（１）新規の届出を行う」の 手順<１２>（P 23）以降を参

照してください。 
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（３）受付の完了を確認する 

<１>食品関連事業者の基本情報届出時に入力した担当者（届出担当者、その他担当者１、その

他担当者２）のメールアドレス宛てに基本情報の受付完了のメールが送信されます。メール

に記載されている「機能性表示食品制度届出データベース」の URL にアクセスし、ログイン

後、機能性表示食品に係る届出情報の届出を行ってください。 

 

受付完了メール（件名） 

 

 

受付完了メール（本文） 

 

 

 

 
消費者庁ウェブサイトからも「機能性表示食品制度届出データベース」にアクセスすること

ができます。 

 

  

【機能性表示食品制度】届出者の基本情報：受付完了について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における届出者の基本情報の受付が完了いたしました。 

受付番号：xxxxxxxxxx 

※受付番号は機能性表示食品の「届出番号」ではありません。食品ごとの届出が必要です。 

 

下記 URL より、「機能性表示食品制度届出データベース」へログインが可能となります。 

https://www.fld.caa.go.jp/certification/login_ini.do?login=KINOU 

 

ユーザ ID：xxxxxxxx 

 

＊パスワードは、基本情報届出時に入力したパスワードを入力してください。 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 
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４.機能性表示食品制度届出データベースを利

用する 
 

４－１．ログインする 

当システムを利用するためには、まずログインする必要があります。 

<１>御使用の Internet Explorer から https://www.fld.caa.go.jp/certification/login_in

i.do?login=KINOU にアクセスすると、「ログイン」画面が表示されます。 

 

「ログイン」画面 

 

画面項目の説明 

No. 項目名 説明 

[1] 「ユーザ ID」テキストボックス ユーザ ID を入力します。 

[2] 「パスワード」テキストボックス パスワードを入力します。入力した文字は●に

置き換えられて表示されます。 

[3] 「ログイン」ボタン 入力したユーザID、パスワードにより、利用者

の認証を行います。 

利用者の認証が成功すると、トップメニュー画

面が表示されます。 

 

 

 

ユーザ ID、パスワードについては、「補足６．ユーザ ID、パスワードの管理について」（P 210）

を参照してください。 

パスワードを忘れた場合は、問合せ先へ御連絡ください。 

【問合せ先】 

消費者庁食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代）  

[1]

[2]
[3] 

注意 
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<２>ユーザ ID、パスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。 

 

「ログイン」画面 
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ユーザ ID 又はパスワードが間違っているときは、以下のような画面メッセージが表示され

ますので、そのときはもう一度入力をやり直してください。 

 なお、ログイン時、６回パスワードの入力を間違えると、「このユーザはロックアウトされ

ました。」とメッセージが表示され、機能性表示食品制度届出データベースへログインできな

くなります。 

 ログインできなくなった場合は、問合せ先へ御連絡ください。 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 03-3507-8800（代） 

 

 

 

  

注意 
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回線が混雑しているとき等、以下のような画面メッセージが表示されますので、そのときは

時間を置いてもう一度ログインしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注意 
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４－２．メニュー画面 

<１>ログインすると、以下のようなメニュー画面が表示されます。 

 

「Ｔｏｐメニュー」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「Ｔｏｐ」タブ Ｔｏｐメニュー画面を表示します。 

[2] 「機能性表示食品制度」タブ 「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面を

表示します。 

[3] 各処理メニュー 操作可能な処理が、リンクで表示されます。各処理

メニューを押すことで、各処理の画面を表示しま

す。 

[4] 「掲示板」 共通のお知らせを表示します。 

※掲示板については「補足１．掲示板について」

（P 192）を参照してください。 

[5] 「ヘルプ」リンク 「ヘルプ」画面を表示します。 

[6] 「文字サイズ」 画面の文字サイズを変更します。 

[7] 「ログアウト」 ログイン情報が破棄され、ログアウトします。 

 

  

[4]

[7][5] [6] 

[3] 
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<２>「機能性表示食品制度」タブを選択すると、以下の画面が表示されます。 

 
「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面項目の説明 

No. 項目名 説明 

[1] 各処理メニュー 操作可能な処理が、リンクで表示されます。各処

理メニューを押すことで、各処理の画面を表示し

ます。 

[2] 画面表示領域 各処理メニューを押すことで各処理の画面を表示

します。 

 

  

[1] 

[2]
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４－３．機能性表示食品の届出を行う 

（１）新規の届出を行う 

①機能性表示食品に係る届出情報の新規の届出を行う。 

【画面の遷移】 

・処理メニューから「機能性表示食品届出」を選択すると「機能性表示食品 届出食品基本

情報一覧」画面が表示されます。(P 43) 

・「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面において、「新規登録」ボタンを押すと「機

能性表示食品 届出食品基本情報作成（新規）」画面が表示され、機能性表示食品届出食品

基本情報の入力を行います。(P 47) 

・「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面において、「参照」ボタンを押すと「機能

性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面が表示されます。(P 53) 

・「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「様式」ボタンを押すと「機能

性表示食品 届出食品情報詳細様式Ⅰ～Ⅶ」画面が表示されます。(P 56) 

・「機能性表示食品 届出食品情報詳細様式Ⅰ～Ⅶ」画面において、「編集」ボタンを押すと

「機能性表示食品 届出食品情報編集様式Ⅰ～Ⅶ」画面が表示され、機能性表示食品届出食

品情報詳細様式Ⅰ～Ⅶの入力を行います。(P 57～P 124) 

【届出情報の内容】 

■届出食品基本情報 

■様式Ⅰ 届出食品の科学的根拠等に関する基本情報（一般消費者向け） 

■様式Ⅱ 安全性評価 

■様式Ⅲ 生産・製造及び品質の管理 

■様式Ⅳ 健康被害の情報収集体制 

■様式Ⅴ 機能性の科学的根拠 

■様式Ⅵ 表示の内容／表示見本 

■様式Ⅶ 食品関連事業者及び届出食品に関する基本情報／作用機序 

 
 

 

各様式の入力をスムーズに行うために、届出様式（Word 形式等）を準備しています。 

消費者庁のウェブサイトからダウンロードして、事前に届出内容の準備を行った後、システ

ムに登録してください。 

 

 

処理メニュー 

機能性表示食品 

届出食品基本情報 

一覧 

機能性表示食品 

届出食品基本情報

作成（新規） 

［機能性表示食品届出］ ［新規登録］ 

［参照］ ［戻る］ 

［様式Ⅰ～Ⅶ］ ［閉じる］ 

機能性表示食品 

届出食品情報編集 

様式Ⅰ～Ⅶ 

機能性表示食品 

届出食品基本情報

編集・届出 

［届出送信画面へ］ 

［編集］ 

［送信・保存］ 

［保存］ 

機能性表示食品 

届出食品情報詳細 

様式Ⅰ～Ⅶ 

［保存］ 

機能性表示食品 

届出食品基本情報

詳細 
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同一画面内において通信しない状態（画面遷移を行わない状態）が 60 分を経過すると、セ

ッションタイムアウトとなります。 

 なお、セッションタイムアウトとなった場合、それまでに入力された情報は保存されませ

ん。 

セッションタイムアウトについては、「２－４．セッションタイムアウトについて』（P8）

を参照してください。 

 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「届出日（開始）」テキストボック

ス 

届出日を入力して検索できます。 

届出日（開始）のみ指定したときは届出日（開

始）以降の日付、届出日（終了）のみ指定したと

きは届出日（終了）以前の日付が検索対象となり

ます。 

[2] 「届出日（終了）」テキストボック

ス 

[3] 「食品の区分」プルダウン 食品の区分を選択して検索できます。 

[4] 「商品名」テキストボックス 商品名を入力して検索できます。 

[5] 「受付番号（開始）」テキストボッ

クス 

受付番号を入力して検索できます。 

受付番号（開始）のみ指定したときは受付番号

（開始）以降の受付番号、受付番号（終了）のみ

指定したときは受付番号（終了）以前の受付番号

が検索対象となります。 

[6] 「受付番号（終了）」テキストボッ

クス 

[7] 「ステータス」プルダウン ステータスを選択して検索できます。 

[8] 「届出番号」テキストボックス 届出番号を入力して検索できます。 

[9] 「最新情報のみ」プルダウン 最新情報又はそれ以外の情報を指定して検索でき

ます。 

「チェック有り」を選択すると最新情報のみ、

「チェック無し」を選択すると最新情報以外が検

索対象となります。 

注意 

[1]
[3] 
[5] 
[8] 

[4] 
[7] 
[9] 

[10]

[11] 

[11] 

[12] 

[2] 

[6]
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No. 項目名等 説明 

[10] 「検索実行」ボタン 入力した検索条件を元に、検索を実行します。 

[11] 「新規登録」ボタン 機能性表示食品を登録するときに、このボタンを

押します。 

※検索結果一覧の上下にありますが、どちらを押

しても同じです。 

[12] 検索結果表示部 検索結果を一覧で表示します。 

 

 

 
「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」には、届出を行った（行っている）食品す

べての情報（版）が表示されます。そのうち、最も新しい情報（版）に「最新情報」のチ

ェックが付きます。 
例えば、差戻し等により再提出した場合にはその情報、変更届等を提出した場合にはそ

の情報の「最新情報」の項目にチェックが入ります。 
 

 

検索結果の一覧には、すでに届出が完了している食品と、届出資料作成中等の届出前の

食品のすべてが表示されます。 
 
検索結果の画面表示項目の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 項目名等 説明 

[1] 「参照」ボタン 届出情報を参照するとき、このボタンを押して「機

能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面を表示

します。 

押したボタンと同じ行の情報が表示されます。 

[2] 「受付番号」テキストボックス 受付番号が表示されます。 

[3] 「版数」テキストボックス 版数が表示されます。 

※版数は、差戻し後の再届出を行った回数で

す。 

[4] 「届出日」テキストボックス 届出日が表示されます。 

[5] 「商品名」テキストボックス 商品名が表示されます。 

[6] 「様式Ⅰ」テキストボックス 

「様式Ⅱ」テキストボックス 

「様式Ⅲ」テキストボックス 

「様式Ⅳ」テキストボックス 

「様式Ⅴ」テキストボックス 

「様式Ⅵ」テキストボックス 

「様式Ⅶ」テキストボックス 

各様式の入力状況が確認できます。 

作成中の場合は、「作成中」と表示されます。 

作成完了とした場合は、「作成完了」と表示されま

す。 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

注意 



 

機能性表示食品制度届出データベース 届出マニュアル（食品関連事業者向け） 

45 

 

No. 項目名等 説明 

[7] 「履歴」テキストボックス 履歴が表示されます。 

※「変更届」、「撤回届」、「販売状況等更

新」の届出を行った場合に、履歴がカウントア

ップされます。 

[8] 「最新情報」チェックボックス 最新情報にチェックを付して表示されます。 

[9] 「ステータス」テキストボックス ステータスが表示されます。 
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<１>「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面において、「新規登録」ボタンを押

します。 
 

「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面 
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<２>「機能性表示食品 届出食品基本情報作成（新規）」画面が表示されます。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報作成（新規）」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

[28] 

[9]
[11] 

[10] 
[12] 

[1]

[13] 

[2]
[4]
[5] 
[6]

[3] 

[7]

[18] 

[14] 

[8] 

[15] 

[16] 

[19] 

[24] 

[25]

[26] 

[27]

[17] 

[20] 

[21] 

[22] 

[23] 
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画面項目の説明 

No. 項目名 説明 

[1] 「法人番号」テキストボックス 基本情報届出時に登録した法人番号が表示されま

す。 

[2] 「法人名」テキストボックス 届出者名を入力します。 

※入力必須項目です。 

[3] 「代表者氏名」テキストボックス 届出者の代表者氏名を入力します。 

※入力必須項目です。 

[4] 「郵便番号」テキストボックス 届出者の郵便番号を入力します。 

※入力必須項目です。 

※郵便番号を入力し、「住所検索」ボタンを押す

と、住所の一部が自動で入力されます。 

「住所検索」については、14 ページを参照してく

ださい。 

[5] 「住所」テキストボックス 届出者の住所を入力します。 

※入力必須項目です。 

[6] 「電話番号」テキストボックス 届出者の電話番号を入力します。 

※入力必須項目です。 

[7] 「届出事項及び開示情報についての

問合せ先 担当部局」テキストボッ

クス 

届出事項及び開示情報についての問合せ担当部局

を入力します。 

※入力必須項目です。 

[8] 「届出事項及び開示情報についての

問合せ先 担当部局_氏名」テキス

トボックス 

届出事項及び開示情報についての問合せ担当部局_

氏名を入力します。 

※入力必須項目です。 

[9] 「連絡先電話番号」テキストボック

ス 

届出事項及び開示情報についての問合せ先の連絡

先電話番号を入力します。 

※入力必須項目です。 

[10] 「連絡先内線」テキストボックス 届出事項及び開示情報についての問合せ先の連絡

先内線を入力します。 

[11] 「連絡先メールアドレス」テキスト

ボックス 

届出担当者の連絡先メールアドレスを入力しま

す。 

連絡先メールアドレス（確認用）へ同じメールア

ドレスを入力します。 

※入力必須項目です。 

[12] 「連絡先メールアドレス（確認

用）」テキストボックス 

[33] [34] 

[29] 

[30] 

[31] 

[32] 
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No. 項目名 説明 

[13] 「商品名」テキストボックス 商品名を入力します。 

※入力必須項目です。 

※商品名にルビを振る場合は、該当箇所に括弧書

きで読み仮名を記載してください。 

[14] 「食品の区分」プルダウン 食品の区分を選択して入力します。 

※入力必須項目です。 

[15] 「機能性関与成分名」テキストボッ

クス 

機能性関与成分名を入力します。 

※入力必須項目です。 

※最大文字数 3,500 文字 

[16] 「表示しようとする機能性」テキス

トボックス 

表示しようとする機能性を入力します。 

※入力必須項目です。 

※最大文字数 1,024 文字 

[17] 「機能性関与成分はエキスである」

チェックボックス 

該当する場合に、チェックを入れます。 

 

[18] 「喫食実績の評価により、十分な安

全性を確認している。」チェックボッ

クス 

様式Ⅱの入力情報に応じて表示されます。 

[19] 「既存情報による食経験の評価によ

り、十分な安全性を確認している。」

チェックボックス 

[20] 「既存情報による安全性試験結果の

評価により、十分な安全性を確認し

ている。」チェックボックス 

[21] 「安全性試験の実施により、十分な

安全性を確認している。」チェックボ

ックス 

[22] 「最終製品を用いたヒト試験（ヒト

を対象とした試験）により、機能性を

評価している。」チェックボックス 

様式Ⅴの入力情報に応じて表示されます。 

[23] 「最終製品に関する研究レビュー

（一定のルールに基づいた文献調査

（システマティックレビュー））で、

機能性を評価している。」チェックボ

ックス 

[24] 「最終製品ではなく、機能性関与成

分に関する研究レビューで、機能性

を評価している。」チェックボックス 

[25] 「連絡コメントの添付（非公開）」

添付ファイル 

差戻しコメントに対する回答等の連絡コメント

（非公開）を添付する場合は、ファイルを登録し

ます。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添

付について」（P 193）を参照してください。 

[26] 「その他添付ファイル（非公開）」

添付ファイル 

その他添付ファイル（非公開）を添付する場合

は、ファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添

付について」（P 193）を参照してください。 
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No. 項目名 説明 

[27] 「販売中」チェックボックス 

 

新規届出時の販売状況は、「販売休止中」となり

ます。 

[28] 「販売休止中」チェックボックス 

 

[29] 「（機能性表示食品（再届出）であ

る場合）同一性を失わない程度の変

更を行う届出食品の届出番号及び同

一性を失わないとする理由」チェッ

クボックス 

該当する場合に、チェックを入れます。 

 

[30] 「届出番号」テキストボックス [29]にチェックが入っている場合、同一性を失わ

ない程度の変更を行う届出食品の届出番号を入力

します。 

※[29] にチェックが入っている場合は入力必須

項目です。 

[31] 「同一性を失わない理由」テキスト

ボックス 

[29]にチェックが入っている場合、同一性を失わ

ない理由を入力します。 

※[29] にチェックが入っている場合は入力必須

項目です。 

[32] 「（事業者団体等の確認を経た届出

である場合）確認を行った事業者団

体等の名称」テキストボックス 

（事業者団体等の確認を経た届出である場合）確

認を行った事業者団体等の名称を入力します。 

[33] 「保存」ボタン 入力した内容を保存するときに、このボタンを押

します。なお、一時保存の機能はないため、注意

してください。 

[34] 「取消」ボタン 新規の届出を中止するときに、このボタンを押し

て「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画

面へ戻ります。 

それまでに入力した情報は保存されません。 

 

「届出者」、「届出事項及び開示情報についての問合せ」の情報[1]～[12]に関しては、ユー

ザ ID 取得時に入力した情報が入力されていますので、必要に応じて修正してください。 

 また、新規届出を行う場合は、まず、届出食品基本情報を保存してください。 
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<３>必要事項を入力したら、「保存」ボタンを押します。 

届出情報の届出を中止するときは、「取消」ボタンを押します。このとき、それまでに入

力した情報は保存されません。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報作成（新規）」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「取消」ボタンを押すと、確認メッセージは表示されず、それまで入力された情報は保存さ

れないまま「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面へ戻りますので御注意ください。 

 
 
  

注意 
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<４>「保存」ボタンを押して保存が完了すると、「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」

画面へ戻りますので、作成した届出食品基本情報の参照「▶」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面 
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<５>参照「▶」ボタンを押すと、「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面が表示されま

す。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 

  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 
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画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「編集」ボタン 基本情報の届出を修正するとき、このボタンを押

して「機能性表示食品 届出食品基本情報編集・

届出」画面を表示します。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても

同じです。 

※ステータスが「作成中」の場合に「編集」ボタ

ンが押下可能です。 

[1] [2] [5] [6] [7] [8]

[9] 

[10] 

[11] 

[12] 

[13] 

[14]

[15] 

[16] 

[4] 
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No. 項目名等 説明 

[2] 「削除」ボタン 画面に表示している届出食品基本情報詳細を削除

するとき、このボタンを押します。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても

同じです。 

※ステータスが「作成中」、「差戻し」の場合に

「削除」ボタンが押下可能です。届出中に届出を

中止する場合に、削除できます。 

[3] 「印刷モード」ボタン 

 

画面に表示している届出食品基本情報詳細を印刷

するとき、このボタンを押して印刷モード画面を

表示します。 

※印刷モードについては「補足３．印刷モードに

ついて」（P 196）を参照してください。 

[4] 「参照作成」ボタン 類似した機能性表示食品（味違い等）を新たに登

録するとき、このボタンを押して「機能性表示食

品 届出食品基本情報作成（参照作成）」画面を

表示します。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても

同じです。 

[5] 「変更届」ボタン 

※ステータスが「差戻し」の場合は

「差戻し修正」ボタンとなります。 

公開している機能性表示食品の届出内容を変更す

るとき、このボタンを押して「機能性表示食品 

届出食品基本情報作成（変更）」画面を表示しま

す。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても

同じです。 

[6] 「撤回届」ボタン 

※ステータスが「差戻し」の場合は

「撤回差戻し修正」ボタンとなりま

す。 

公開している機能性表示食品を撤回するとき、こ

のボタンを押して「機能性表示食品 届出食品基

本情報撤回届出」画面を表示します。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても

同じです。 

[7] 「販売状況等更新」ボタン 公開している機能性表示食品の販売状況等を更新

するとき、このボタンを押して「機能性表示食品 

届出食品基本情報作成（販売状況等更新）」画面

を表示します。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても

同じです。 

[8] 「戻る」ボタン 「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面

を終了するとき、このボタンを押して「機能性表

示食品 届出食品基本情報一覧」画面を表示しま

す。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても

同じです。 

[9] 「様式Ⅰ」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅰ」

の入力を行うとき、このボタンを押して「機能性

表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅰ」画面を表

示します。 
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No. 項目名等 説明 

[10] 「様式Ⅱ」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅱ」

の入力を行うとき、このボタンを押して「機能性

表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅱ」画面を表

示します。 

[11] 「様式Ⅲ」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅲ」

の入力を行うとき、このボタンを押して「機能性

表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅲ」画面を表

示します。 

[12] 「様式Ⅳ」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅳ」

の入力を行うとき、このボタンを押して「機能性

表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅳ」画面を表

示します。 

[13] 「様式Ⅴ」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅴ」

の入力を行うとき、このボタンを押して「機能性

表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅴ」画面を表

示します。 

[14] 「様式Ⅵ」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅵ」

の入力を行うとき、このボタンを押して「機能性

表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅵ」画面を表

示します。 

[15] 「様式Ⅶ」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅶ」

の入力を行うとき、このボタンを押して「機能性

表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅶ」画面を表

示します。 

[16] 「届出送信画面へ」ボタン 機能性表示食品の届出の送信を行うとき、各様式

の作成状況が「作成完了」となっていることを確

認し、このボタンを押して「機能性表示食品 届

出食品基本情報編集・届出」画面を表示します。 

 

<６>「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「様式Ⅰ」ボタンを押しま

す。 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 

 

 

 

  



 

機能性表示食品制度届出データベース 届出マニュアル（食品関連事業者向け） 

57 

 

<７>「様式Ⅰ」ボタンを押すと、「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅰ」画面が表示

されます。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅰ」画面 

 
 
 
 
 
  

[1] [2] [3]
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画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「編集」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅰ」

の登録、修正を行うとき、このボタンを押して

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅰ」

画面を表示します。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても

同じです。 

[2] 「印刷モード」ボタン 画面に表示している届出食品情報詳細を印刷する

とき、このボタンを押して印刷モード画面を表示

します。 

※印刷モードについては「補足３．印刷モードに

ついて」（P 196）を参照してください。 

[3] 「閉じる」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅰ」

画面を閉じるとき、このボタンを押して「機能性

表示食品 届出食品基本情報詳細」画面に戻りま

す。 

 

<８>「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅰ」画面において、「編集」ボタンを押しま

す。 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅰ」画面 

 

 

  

[1] [3] 
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<９>「編集」ボタンを押すと、「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅰ」画面が表示さ

れます。 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅰ」画面 

  

[2]

[12] 

[14]

[13]

[1]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10] 

[11]
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画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「商品名」テキストボックス 基本情報の商品名が表示されます。 

[2] 「食品の区分」テキストボックス 基本情報の食品の区分が表示されます。 

[3] 「機能性関与成分名」テキストボック

ス 

基本情報の機能性関与成分名が表示されます。 

[4] 「表示しようとする機能性」テキスト

ボックス 

基本情報の表示しようとする機能性が表示されま

す。 

[5] 「届出者名」テキストボックス 基本情報の法人名が表示されます。 

[6] 「当該製品が想定する主な対象者（疾

病に罹患している者、未成年者、妊産

婦（妊娠を計画している者を含む。）

及び授乳婦を除く。）」テキストボック

ス 

当該製品が想定する主な対象者を入力します。 

※入力必須項目です。 

[7] 安全性の評価方法に関するチェック

ボックス 

様式Ⅱの入力情報に応じて表示されます。 

 

[8] 「当該製品の安全性に関する届出者

の評価」テキストボックス 

当該製品の安全性に関する届出者の評価を入力しま

す。 

※入力必須項目です。 

※最大文字数 1,024 文字 

[9] 「摂取をする上での注意事項」テキス

トボックス 

様式Ⅵの入力情報が表示されます。 

[10] 「生産・製造及び品質管理に関する情

報」テキストボックス 

生産・製造及び品質管理関する情報を入力します。 

 

※入力必須項目です。 

※最大文字数 1,024 文字 

[11] 機能性の評価方法に関するチェック

ボックス 

様式Ⅴの入力情報に応じて表示されます。 

 

[12] 「当該製品の機能性に関する届出者

の評価」テキストボックス 

当該製品の機能性に関する届出者の評価を入力しま

す。 

※入力必須項目です。 

※最大文字数 3,500 文字 

[13] 「その他添付ファイル（非公開）」添

付ファイル 

その他添付ファイル（非公開）を添付する場合は、

ファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」（P 193）を参照してください。 

[14] 「作成状況」プルダウン 作成状況を選択します。 

※入力必須項目です。 

[15] 「差戻しコメント」テキストボックス 消費者庁からの差戻しコメントを表示します。 

[16] [17] 

[15] 



 

機能性表示食品制度届出データベース 届出マニュアル（食品関連事業者向け） 

61 

 

No. 項目名等 説明 

※届出（送信）後に差戻しがあった場合のみ表示さ

れます。 

[16] 「保存」ボタン 入力した内容を保存するときに、このボタンを押し

ます。 

[17] 「取消」ボタン 機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅰの編集

を中止するときに、このボタンを押して「機能性表

示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅰ」画面へ戻りま

す。 

それまでに入力した情報は保存されません。 

 

 
「作成状況」のプルダウンは、様式の入力が完了した場合は、「作成完了」を選択します。、

入力途中で一度保存する場合は、「作成中」を選択し、「保存」ボタンを押します。 

 

<１０>入力が完了したら、「保存」ボタンを押します。 

入力を行っていたものを保存せずに中止する場合は、「取消」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅰ」画面 
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<１１>「保存」ボタンを押すと保存確認メッセージが表示されます。 

保存するときは、「ＯＫ」ボタンを押します。 

保存を中止するときは、「キャンセル」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅰ」画面 
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<１２>「ＯＫ」ボタンを押して保存が完了すると、「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式 

Ⅰ」画面へ遷移し、保存内容が表示されるので内容を確認の上、「閉じる」ボタンを押し

て「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面へ戻ります。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅰ」画面 
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<１３>「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「様式Ⅱ」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 
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<１４>「様式Ⅱ」ボタンを押すと、「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅱ」画面が表示

されます。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅱ」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[1] [2] [3] 
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画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「編集」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅱ」の

登録、修正を行うとき、このボタンを押して「機能

性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅱ」画面を表

示します。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても同

じです。 

[2] 「印刷モード」ボタン 画面に表示している届出食品情報詳細を印刷すると

き、このボタンを押して印刷モード画面を表示しま

す。 

※印刷モードについては「補足３．印刷モードにつ

いて」（P 196）を参照してください。 

[3] 「閉じる」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅱ」画

面を閉じるとき、このボタンを押して「機能性表示

食品 届出食品基本情報詳細」画面に戻ります。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても同

じです。 

  

[1] [3] 
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<１５>「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅱ」画面において、「編集」ボタンを押しま

す。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅱ」画面 
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<１６>「編集」ボタンを押すと、「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅱ」画面が表示さ

れます。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅱ」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[1]

[2]

[3]

[6]

[4]

[5]

[7]

[8]

[9]

[10] 

[11] 

[12] 

[13] 

[14] 

[15] 

[16] 

[17] 

[18] 

[19] 

[20] 
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画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「商品名」テキストボックス 基本情報の商品名が表示されます。 

[2] 食経験の評価 

①喫食実績による食経験の評価 

喫食実績の有無 

「喫食実績あり」チェックボックス

「喫食実績なし」チェックボックス 

「喫食実績あり」、「喫食実績なし」のどちらかにチ

ェックを入れます。 

※入力必須項目です。 

[3] 食経験の評価 

①喫食実績による食経験の評価 

「最終製品の喫食実績で評価が十

分」チェックボックス 

最終製品の喫食実績で評価が十分な場合にチェック

を入れます。 

※[3]、[4]、[8]、[11]、[15]、[18]、[20]のいず

れかにおいて、「評価が十分」にチェックが必要で

す。 

 

[23] 

[25] 

[24] 

[26] 

[28] 

[27] 

[29] 

[30] 

[21] 

[22] 

[31] [32]
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No. 項目名等 説明 

[4] 食経験の評価 

①喫食実績による食経験の評価 

「類似する食品の喫食実績で評価が

十分」チェックボックス 

類似する食品の喫食実績で評価が十分な場合にチェ

ックを入れます。 

※[3]、[4]、[8]、[11]、[15]、[18]、[20]のいず

れかにおいて、「評価が十分」にチェックが必要で

す。 

 

[5] 食経験の評価 

①喫食実績による食経験の評価 

「喫食実績なし又は評価が不十分」

チェックボックス 

喫食実績なし又は評価が不十分な場合にチェックを

入れます。 

[6] 既存情報を用いた評価 

②２次情報 

「公的機関のデータベース情報あ

り」チェックボックス 

「公的機関のデータベース情報な

し」チェックボックス 

公的機関のデータベース情報あり、公的機関のデー

タベース情報なしのどちらかにチェックを入れま

す。 

[7] 既存情報を用いた評価 

②２次情報 

「民間や研究者等が調査・作成した

データベースの情報あり」チェッ

クボックス 

「民間や研究者等が調査・作成した

データベースの情報なし」チェッ

クボックス 

食経験に関して民間や研究者等が調査・作成したデ

ータベースの情報あり、民間や研究者等が調査・作

成したデータベースの情報なしのどちらかにチェッ

クを入れます。 

[8] 既存情報を用いた評価 

②２次情報 

「評価が十分」チェックボックス 

「評価が不十分」チェックボックス 

評価が十分、評価が不十分のどちらかにチェックを

入れます。 

※[3]、[4]、[8]、[11]、[15]、[18]、[20]のいず

れかにおいて、「評価が十分」にチェックが必要で

す。 

 

[9] 既存情報を用いた評価 

②２次情報 

「既存情報の機能性関与成分と届出

をしようとする機能性関与成分と

の間の同等性を考察している」チ

ェックボックス 

該当する場合に、「はい」にチェックを入れます。 

 

[10] 既存情報を用いた評価 

③１次情報の有無 

「１次情報あり」チェックボックス 

「１次情報なし」チェックボックス 

１次情報あり、１次情報なしのどちらかにチェック

を入れます。 

 

[11] 既存情報を用いた評価 

③１次情報 

「評価が十分」チェックボックス 

「評価が不十分」チェックボックス 

食経験に関して評価が十分、評価が不十分のどちら

かにチェックを入れます。 

※[3]、[4]、[8]、[11]、[15]、[18]、[20]のいず

れかにおいて、「評価が十分」にチェックが必要で

す。 

 

[12] 既存情報を用いた評価 該当する場合に、「はい」にチェックを入れます。 
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No. 項目名等 説明 

③１次情報 

「既存情報の機能性関与成分と届出

をしようとする機能性関与成分と

の間の同等性を考察している」チ

ェックボックス 

 

[13] 安全性試験に関する評価 

既存情報による安全性試験の評価 

④２次情報 

「公的機関のデータベース情報あ

り」チェックボックス 

「公的機関のデータベース情報な

し」チェックボックス 

公的機関のデータベース情報あり、公的機関のデー

タベース情報なしのどちらかにチェックを入れま

す。 

[14] 安全性試験に関する評価 

既存情報による安全性試験の評価 

④２次情報 

「民間や研究者等が調査・作成した

データベースの情報あり」チェッ

クボックス 

「民間や研究者等が調査・作成した

データベースの情報なし」チェッ

クボックス 

民間や研究者等が調査・作成したデータベースの情

報あり、民間や研究者等が調査・作成したデータベ

ースの情報なしのどちらかにチェックを入れます。 

[15] 安全性試験に関する評価 

既存情報による安全性試験の評価 

④２次情報 

「評価が十分」チェックボックス 

「評価が不十分」チェックボックス 

評価が十分、評価が不十分のどちらかにチェックを

入れます。 

※[3]、[4]、[8]、[11]、[15]、[18]、[20]のいず

れかにおいて、「評価が十分」にチェックが必要で

す。 

 

[16] 安全性試験に関する評価 

既存情報による安全性試験の評価 

④２次情報 

「既存情報の機能性関与成分と届出

をしようとする機能性関与成分と

の間の同等性を考察している」チ

ェックボックス 

該当する場合に、「はい」にチェックを入れます。 

 

[17] 安全性試験に関する評価 

既存情報による安全性試験の評価 

⑤１次情報の有無 

「１次情報あり」チェックボックス 

「１次情報なし」チェックボックス 

１次情報あり、１次情報なしのどちらかにチェック

を入れます。 

 

[18] 安全性試験に関する評価 

既存情報による安全性試験の評価 

⑤１次情報 

「評価が十分」チェックボックス 

「評価が不十分」チェックボックス 

評価が十分、評価が不十分のどちらかにチェックを

入れます。 

※[3]、[4]、[8]、[11]、[15]、[18]、[20]のいず

れかにおいて、「評価が十分」にチェックが必要で

す。 

 

[19] 安全性試験に関する評価 

既存情報による安全性試験の評価 

該当する場合に、「はい」にチェックを入れます。 
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No. 項目名等 説明 

⑤１次情報 

「既存情報の機能性関与成分と届出

をしようとする機能性関与成分と

の間の同等性を考察している」チ

ェックボックス 

[20] 安全性試験の実施による評価 

「評価が十分」チェックボックス 

「評価が不十分」チェックボックス 

評価が十分、評価が不十分のどちらかにチェックを

入れます。 

※[3]、[4]、[8]、[11]、[15]、[18]、[20]のいず

れかにおいて、「評価が十分」にチェックが必要で

す。 

 

[21] ⑧医薬品と相互作用に関する評価 

相互作用の有無 

「参考にしたデータベース名又は出

典」テキストボックス 

医薬品と相互作用に関する評価に関して参考にした

データベース名又は出典を入力します。 

※最大文字数 3,500 文字 

※入力必須項目です。 

[22] ⑧医薬品と相互作用に関する評価 

相互作用の有無 

「相互作用あり」チェックボックス 

「相互作用なし」チェックボックス 

相互作用あり、相互作用なしのどちらかにチェック

を入れます。 

※入力必須項目です。 

[23] ⑨機能性関与成分同士の相互作用 

「参考にしたデータベース名又は出

典」テキストボックス 

機能性関与成分同士の相互作用に関して参考にした

データベース名又は出典を入力します。 

※最大文字数 3,500 文字 

[24] ⑨機能性関与成分同士の相互作用 

相互作用の有無 

「相互作用あり」チェックボックス 

「相互作用なし」チェックボックス 

相互作用あり、相互作用なしのどちらかにチェック

を入れます。 

[25] 「別紙様式（Ⅱ）－１評価の詳細（公

開）」添付ファイル 

別紙様式（Ⅱ）－１を登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」（P 193）を参照してください。 

※添付は必須です。 

[26] 「安全性試験に関する報告資料（非公

開）」添付ファイル 

安全性試験に関する報告資料（非公開）を添付する

場合は、ファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」を参照してください。（P 193） 

[27] 「公開するマスキングファイルにマ

スキングをしたときはマスキングな

しのファイルも添付すること（非公

開）」添付ファイル 

マスキングなしのファイル（非公開）を添付する場

合は、ファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」（P 193）を参照してください。 

[28] 「その他添付ファイル（非公開）」添

付ファイル 

その他添付ファイル（非公開）を添付する場合は、

ファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」（P 193）を参照してください。 

[29] 「作成状況」プルダウン 作成状況を選択します。 

※入力必須項目です。 

[30] 「差戻しコメント」テキストボックス 消費者庁からの差戻しコメントが表示されます。 

※届出（送信）後に差戻しがあった場合のみ表示さ

れます。 
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No. 項目名等 説明 

[31] 「保存」ボタン 入力した内容を保存するときに、このボタンを押し

ます。 

[32] 「取消」ボタン 機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅱの編集

を中止するときに、このボタンを押して「機能性表

示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅱ」画面へ戻りま

す。 

なお、それまでに入力した情報は保存されません。 

 

 
「作成状況」のプルダウンは、様式の入力が完了した場合は、「作成完了」を選択します。

入力途中で一度保存する場合は、「作成中」を選択し、「保存」ボタンを押します。 

 

 

<１７>入力が完了したら、「保存」ボタンを押します。 

入力を行っていたものを保存せずに中止する場合は、「取消」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅱ」画面 
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<１８>「保存」ボタンを押すと、保存確認メッセージが表示されます。 

保存するときは、「ＯＫ」ボタンを押します。 

保存を中止するときは、「キャンセル」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅱ」画面 
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<１９>「ＯＫ」ボタンを押して保存が完了すると、「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式

Ⅱ」画面へ遷移し、保存内容が表示されるので内容を確認の上、「閉じる」ボタンを押して

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面へ戻ります。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅱ」画面 
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<２０>「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「様式Ⅲ」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 
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<２１>「様式Ⅲ」ボタンを押すと、「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅲ」画面が表示

されます。 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅲ」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「編集」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅲ」の

登録、修正を行うとき、このボタンを押して「機能

性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅲ」画面を表

示します。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても同

じです。 

[2] 「印刷モード」ボタン 画面に表示している届出食品情報詳細を印刷すると

き、このボタンを押して印刷モード画面を表示しま

す。 

※印刷モードについては「補足３．印刷モードにつ

いて」（P 196）を参照してください。 

[1] [2] [3] 

[1] [3] 
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No. 項目名等 説明 

[3] 「閉じる」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅲ」画

面を閉じるとき、このボタンを押して「機能性表示

食品 届出食品基本情報詳細」画面に戻ります。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても同

じです。 

 

 

<２２>「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅲ」画面において、「編集」ボタンを押しま

す。 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅲ」画面 
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<２３>「編集」ボタンを押すと、「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅲ」画面が表示さ

れます。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅲ」画面 

  

[1]

[2]

[3] 

[4]

[5]

[7] 

[8]

[9]

[10]

[12] 

[13] [14] 

[6] 

[11]
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画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「商品名」テキストボックス 基本情報の商品名が表示されます。 

[2] （１）「加工食品の場合は、製造者氏

名又は製造所名及び所在地、生鮮食

品の場合は、生産・採取・漁獲等を

行う者の氏名又は名称及び所在地」

テキストボックス 

加工食品の場合は、製造所氏名又は製造所名及び所

在地（生鮮食品の場合は、生産・採取・漁獲等を行

う者の氏名又は名称及び所在地）を入力します。 

※入力必須項目です。 

※最大文字数 3,500 文字 

[3] 「別紙様式（Ⅲ）－１又は別紙様式

（Ⅲ）－２（公開）」添付ファイル 

別紙様式（Ⅲ）－１又は別紙様式（Ⅲ）－２（公

開）に、ファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」（P 193）を参照してください。 

※添付は必須です。 

[4] （１）「機能性関与成分を含む原材料

名」テキストボックス 

機能性関与成分を含む原材料名を入力します。 

※最大文字数 1,024 文字 

[5] （２）「エキス等を機能性関与成分と

する場合、指標成分」テキストボック

ス 

エキス等を機能性関与成分とする場合、指標成分を

入力します。 

※最大文字数 1,024 文字 

[6] 「別紙様式（Ⅲ）－３又は別紙様式

（Ⅲ）－４（公開）」添付ファイル 

別紙様式（Ⅲ）－３又は別紙様式（Ⅲ）－４（公

開）に、ファイルを登録します。 

※別紙様式（Ⅲ）－３に非公開の情報がある場合

は、[10]「その他添付ファイル（非公開）」に含め

て添付してください。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」（P 193）を参照してください。 

※添付は必須です。 

[7] 「分析方法を示す文書（公開）」添付

ファイル 

分析方法を示す文書（公開）に、ファイルを登録し

ます。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」（P 193）を参照してください。 

※添付は必須です。 

[8] 「製品規格書などの食品の規格を示

す資料、分析試験の成績書、分析方法

を示す資料の添付（自社又は利害の関

係者で実施する場合は、分析の標準作

業手順書）、原材料（エキス等）の規

格を示す資料（非公開）」添付ファイ

ル 

製品規格書などの食品の規格を示す資料、分析試験

の成績書、分析方法を示す資料の添付（自社又は利

害の関係者で実施する場合は、分析の標準作業手順

書）、原材料（エキス等）の規格を示す資料（非公

開）のファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」（P 193）を参照してください。 

※添付は必須です。 

[9] 「別紙様式（Ⅲ）－１～４にマスキン

グをしたときはマスキングなしのフ

ァイルも添付すること（非公開）」添

付ファイル 

別紙様式（Ⅲ）－１～４にマスキングをしたときは

マスキングなしのファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」（P 193）を参照してください。 

[10] 「その他添付ファイル（非公開）」添

付ファイル 

その他添付ファイル（非公開）を添付する場合は、

ファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」（P 193）を参照してください。 
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No. 項目名等 説明 

[11] 「作成状況」プルダウン 作成状況を選択します。 

※入力必須項目です。 

[12] 「差戻しコメント」テキストボックス 消費者庁からの差戻しコメントが表示されます。 

※届出（送信）後に差戻しがあった場合のみ表示さ

れます。 

[13] 「保存」ボタン 入力した内容を保存するときに、このボタンを押し

ます。 

[14] 「取消」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅲ」の

編集を中止するときに、このボタンを押して「機能

性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅲ」画面へ戻

ります。 

なお、それまでに入力した情報は保存されません。 

 

 
「作成状況」のプルダウンは、様式の入力が完了した場合は、「作成完了」を選択します。

まだ、入力途中で一度保存する場合は、「作成中」を選択し、「保存」ボタンを押します。 

 

<２４>入力が完了したら、「保存」ボタンを押します。 

入力を行っていたものを保存せずに中止する場合は、「取消」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅲ」画面 
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<２５>「保存」ボタンを押すと、保存確認メッセージが表示されます。 

保存するときは、「ＯＫ」ボタンを押します。 

保存を中止するときは、「キャンセル」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅲ」画面 
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<２６>「ＯＫ」ボタンを押して保存が完了すると、「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式

Ⅲ」画面へ遷移し、保存内容が表示されるので内容を確認の上、「閉じる」ボタンを押して

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面へ戻ります。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅲ」画面 
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<２７>「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「様式Ⅳ」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 
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<２８>「様式Ⅳ」ボタンを押すと、「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅳ」画面が表示

されます。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅳ」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「編集」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅳ」

の登録、修正を行うとき、このボタンを押して

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅳ」

画面を表示します。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても

同じです。 

[2] 「印刷モード」ボタン 画面に表示している届出食品情報詳細を印刷する

とき、このボタンを押して印刷モード画面を表示

します。 

※印刷モードについては「補足３．印刷モードに

ついて」（P 196）を参照してください。 

[3] 「閉じる」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅳ」

画面を閉じるとき、このボタンを押して「機能性

表示食品 届出食品基本情報詳細」画面に戻りま

す。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても

同じです。 

 

 

[1] [3]

[1] [2] [3]
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<２９>「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅳ」画面において、「編集」ボタンを押しま

す。 

機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅳ」画面 
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<３０>「編集」ボタンを押すと、「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅳ」画面が表示さ

れます。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅳ」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「商品名」テキストボックス 基本情報の商品名が表示されます。 

[2] 「健康被害の情報の対応窓口部署名

等」テキストボックス 

健康被害の情報の対応窓口部署名等を入力しま

す。 

※入力必須項目です。 

[3] 「電話番号」テキストボックス 健康被害の情報の対応窓口部署名等の電話番号を

入力します。 

※入力必須項目です。 

[4] 「ファックス番号」テキストボック

ス 

健康被害の情報の対応窓口部署名等のファックス

番号を入力します。 

[5] 「電子メール」テキストボックス 健康被害の情報の対応窓口部署等のメールアドレ

スを入力します。 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 
[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

[10] 

[11] 

[12] 

[13] [14] 

[4] 
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No. 項目名等 説明 

[6] 「その他」テキストボックス その他の連絡先がある場合、入力します。 

[7] 「連絡対応日時（曜日、時間等）」テ

キストボックス 

連絡対応日時（曜日、時間等）を入力します。 

※入力必須項目です。 

[8] 「その他必要な事項」テキストボッ

クス 

その他必要な事項を入力します。 

※最大文字数 3,500 文字 

[9] 「組織図及び連絡フローチャートの

添付（非公開）」添付ファイル 

組織図及び連絡フローチャート（非公開）のファ

イルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添

付について」（P 193）を参照してください。 

※添付は必須です。 

[10] 「その他添付ファイル（非公開）」添

付ファイル 

その他添付ファイル（非公開）を添付する場合

は、ファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添

付について」（P 193）を参照してください。 

[11] 「作成状況」プルダウン 作成状況を選択します。 

※入力必須項目です。 

[12] 「差戻しコメント」テキストボック

ス 

消費者庁からの差戻しコメントが表示されます。 

※届出（送信）後に差戻しがあった場合のみ表示

されます。 

[13] 「保存」ボタン 入力した内容を保存するときに、このボタンを押

します。 

[14] 「取消」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅳ」

の編集を中止するときに、このボタンを押して

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅳ」

画面へ戻ります。 

なお、それまでに入力した情報は保存されませ

ん。 

 

 

 
「作成状況」のプルダウンは、様式の入力が完了した場合は、「作成完了」を選択します。

まだ、入力途中で一度保存する場合は、「作成中」を選択し、「保存」ボタンを押します。 

  



 

機能性表示食品制度届出データベース 届出マニュアル（食品関連事業者向け） 

89 

 

<３１>入力が完了したら、「保存」ボタンを押します。 

入力を行っていたものを保存せずに中止する場合は、「取消」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅳ」画面 
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<３２>「保存」ボタンを押すと保存確認メッセージが表示されます。 

保存するときは、「ＯＫ」ボタンを押します。 

保存を中止するときは、「キャンセル」ボタンを押します。 

 
「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅳ」画面 
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<３３>「ＯＫ」ボタンを押して保存が完了すると、「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式

Ⅳ」画面へ遷移し、保存内容が表示されるので内容を確認の上、「閉じる」ボタンを押して

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面へ戻ります。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅳ」画面 
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<３４>「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「様式Ⅴ」ボタンを押しま

す。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 
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<３５>「様式Ⅴ」ボタンを押すと、「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅴ」画面が表示

されます。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅴ」画面 

 

 

 

 

 

 

 

[1] [2] [3]

[1] [3]
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画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「編集」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅴ」

の登録、修正を行うとき、このボタンを押して

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅴ」

画面を表示します。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても

同じです。 

[2] 「印刷モード」ボタン 画面に表示している届出食品情報詳細を印刷する

とき、このボタンを押して印刷モード画面を表示

します。 

※印刷モードについては「補足３．印刷モードに

ついて」（P 196）を参照してください。 

[3] 「閉じる」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅴ」

画面を閉じるとき、このボタンを押して「機能性

表示食品 届出食品基本情報詳細」画面を表示し

ます。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても

同じです。 
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<３６>「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅴ」画面において、「編集」ボタンを押しま

す。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅴ」画面 
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<３７>「編集」ボタンを押すと、「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅴ」画面が表示さ

れます。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅴ」画面

 

[1]

[2]

[3]

[4] 

[5]

[6]

[7]

[8] 

[9] 

[10] 

[11] 

[12] 

[13] 

[14] 

[15] 

[16] 

[17] 

[18] [19] 
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画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「商品名」テキストボックス 基本情報の商品名が表示されます。 

[2] 「機能性関与成分名」テキストボッ

クス 

基本情報の機能性関与成分名が表示されます。 

[3] 「表示しようとする機能性」テキスト

ボックス 

基本情報の表示しようとする機能性が表示されま

す。 

[4] 「（主観的な指標によってのみ評価可

能な機能性を表示しようとする場合）

当該指標は日本人において妥当性が

得られ、かつ、当該分野において学術

的に広くコンセンサスが得られたも

のである」プルダウン 

該当する場合、「はい」を選択してください。 

[5] 「（最終製品を用いたヒト試験又は研

究レビューにおいて、実際に販売しよ

うとする製品の試作品を用いて評価

を行った場合）両者の間に同一性が失

われていないことについて、届出資料

において考察されている」プルダウン 

該当する場合、「はい」を選択してください。 

[6] 「最終製品を用いたヒト試験」プルダ

ウン 

該当する場合、「はい」を選択してください。 

※[6]、[8]、[9]のいずれかは入力が必要です。 

[7] 「（UMIN 臨床試験登録システムに事

前登録している場合又は WHO の国際

臨床試験登録プラットフォームに

リンクされているデータベースへの

登録をしている場合）登録コード」

テキストボックス 

UMIN 臨床試験登録システムに事前登録している場

合又は WHO の国際臨床試験登録プラットフォーム

にリンクされているデータベースへの登録をしてい

る場合、登録コードを入力します。 

[8] 「最終製品に関する研究レビュー」プ

ルダウン 

該当する場合、「はい」を選択してください。 

※[6]、[8]、[9]のいずれかは入力が必要です。 

[9] 「機能性関与成分に関する研究レビ

ュー」プルダウン 

該当する場合、「はい」を選択してください。 

※[6]、[8]、[9]のいずれかは入力が必要です。 

[10] 「サプリメント形状の加工食品の場

合は摂取量を踏まえたヒト試験、その

他加工食品及び生鮮食品の場合は摂

取量を踏まえたヒト試験又は観察研

究で肯定的な結果が得られている。」

チェックボックス 

該当する場合、「はい」にチェックを入れます。 

 

[11] 「表示しようとする機能性の科学的

根拠として、査読付き論文として公表

されている」プルダウン 

該当する場合、「はい」を選択してください。 

[12] 「表示しようとする機能性の科学的

根拠として、査読付き論文として公表

されていない」プルダウン 

該当する場合、「はい」を選択してください。 

[13] 「別紙様式（Ⅴ）－１～１６の添付（公

開）」添付ファイル 

別紙様式（Ⅴ）－１～１６の添付（公開）のファイ

ルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」（P 193）を参照してください。 

※添付は必須です。 



 

機能性表示食品制度届出データベース 届出マニュアル（食品関連事業者向け） 

98 

 

No. 項目名等 説明 

[14] 「公開する添付ファイルにマスキン

グをしたときはマスキングなしのフ

ァイルも添付すること（非公開）」添

付ファイル 

公開する添付ファイルにマスキングをしたときはマ

スキングなしのファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」（P 193）を参照してください。 

[15] 「その他添付ファイル（非公開）」添

付ファイル 

その他添付ファイル（非公開）を添付する場合は、

ファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」（P 193）を参照してください。 

[16] 「作成状況」プルダウン 表示された内容から選択してください。 

※入力必須項目です。 

[17] 「差戻しコメント」テキストボックス 消費者庁からの差戻しコメントが表示されます。 

※届出（送信）後に差戻しがあった場合のみ表示さ

れます。 

[18] 「保存」ボタン 入力した内容を保存するときに、このボタンを押し

ます。 

[19] 「取消」ボタン 機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅴの編集

を中止するときに、このボタンを押して「機能性表

示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅴ」画面へ戻りま

す。 

なお、それまでに入力した情報は保存されません。 

 

 

 

 
「作成状況」のプルダウンは、様式の入力が完了した場合は、「作成完了」を選択します。

入力途中で一度保存する場合は、「作成中」を選択し、「保存」ボタンを押します。 
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<３８>入力が完了したら、「保存」ボタンを押します。 

入力を行っていたものを保存せずに中止する場合は、「取消」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅴ」画面 
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<３９>保存確認メッセージが表示されます。 

保存するときは、「ＯＫ」ボタンを押します。 

保存を中止するときは、「キャンセル」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅴ」画面 
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<４０>「ＯＫ」ボタンを押して保存が完了すると、「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式

Ⅴ」画面へ遷移し、保存内容が表示されるので内容を確認の上、「閉じる」ボタンを押して

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面へ戻ります。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅴ」画面 
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<４１>「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「様式Ⅵ」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 
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<４２>「様式Ⅵ」ボタンを押すと、「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅵ」画面が表示

されます。 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅵ」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「編集」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅵ」

の登録、修正を行うとき、このボタンを押して

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅵ」

画面を表示します。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても

同じです。 

[2] 「印刷モード」ボタン 画面に表示している届出食品情報詳細を印刷する

とき、このボタンを押して印刷モード画面を表示

します。 

※印刷モードについては「補足３．印刷モードに

ついて」（P 196）を参照してください。 

[1] [3] 

[1] [2] [3]
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No. 項目名等 説明 

[3] 「閉じる」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅵ」

画面を閉じるとき、このボタンを押して「機能性

表示食品 届出食品基本情報詳細」画面に戻りま

す。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても

同じです。 
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<４３>「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅵ」画面において、「編集」ボタンを押しま

す。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅵ」画面 
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<４４>「編集」ボタンを押すと、「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅵ」画面が表示さ

れます。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅵ」画面 

 

  

[1] 

[3] 

[4] [5]

[6] 

[7] 

[8]

[9]

[10] 

[11]

[12] 

[13]

[14]

[15]

[2]

[16] [17] 
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画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「商品名」テキストボックス 基本情報の商品名が表示されます。 

[2] 「科学的根拠を有する機能性関与成

分名及び当該成分又は当該成分を含

有する食品が有する機能性」テキス

トボックス 

基本情報の表示しようとする機能性が表示されま

す。 

[3] 「一日当たりの摂取目安量」テキス

トボックス 

一日当たりの摂取目安量に関する表示内容を入力

します。 

※入力必須項目です。 

[4] 一日当たりの摂取目安量当たりの機

能性関与成分の含有量 

「機能性関与成分名」テキストボッ

クス 

機能性関与成分名に関する表示内容を入力しま

す。 

※入力必須項目です。 

[5] 一日当たりの摂取目安量当たりの機

能性関与成分の含有量 

「含有量」テキストボックス 

含有量に関する表示内容を入力します。 

※入力必須項目です。 

[6] 「保存の方法」テキストボックス 保存の方法に関する表示内容を入力します。 

※入力必須項目です。 

※表示を省略する場合は、その旨を入力してくだ

さい。 

[7] 「摂取の方法」テキストボックス 摂取の方法に関する表示内容を入力します。 

※入力必須項目です。 

[8] 「摂取をする上での注意事項」テキ

ストボックス 

摂取をする上での注意事項に関する表示内容を入

力します。 

※入力必須項目です。 

※最大文字数 1,024 文字 

[9] 「調理又は保存の方法に関し特に注

意を必要とするものにあっては当該

注意事項」プルダウン 

表示される中から該当する内容を選択してくださ

い。 

※入力必須項目です。 

[10] 「調理又は保存の方法に関し特に注

意を必要とするものにあっては当該

注意事項」テキストボックス 

当該注意事項に関する表示内容を入力します。 

※[9]「調理又は保存の方法に関し特に注意を必要

とするものにあっては当該注意事項」プルダウン

が「有」の場合は、入力必須項目です。 

※最大文字数 3,500 文字 

[11] 「表示見本の添付（公開）」添付ファ

イル 

表示見本（公開）のファイルを登録します。 

※入力必須項目です。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添

付について」（P 193）を参照してください。 

※添付は必須です。 

[12] 「マスキングなしのファイルの添付

（非公開）」添付ファイル 

マスキングなしのファイル（非公開）を添付する

場合は、ファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添

付について」（P 193）を参照してください。 

[13] 「その他添付ファイル（非公開）」添

付ファイル 

その他添付ファイル（非公開）を添付する場合

は、ファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添

付について」（P 193）を参照してください。 
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No. 項目名等 説明 

[14] 「作成状況」プルダウン 表示された中から該当する内容を選択してくださ

い。 

※入力必須項目です。 

[15] 「差戻しコメント」テキストボック

ス 

消費者庁からの差戻しコメントが表示されます。 

※届出（送信）後に差戻しがあった場合のみ表示

されます。 

[16] 「保存」ボタン 入力した内容を保存するときに、このボタンを押

します。 

[17] 「取消」ボタン 機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅵの編

集を中止するときに、このボタンを押して「機能

性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅵ」画面へ

戻ります。 

なお、それまでに入力した情報は保存されませ

ん。 

 

 
「作成状況」のプルダウンは、様式の入力が完了した場合は、「作成完了」を選択します。

まだ、入力途中で一度保存する場合は、「作成中」を選択し、「保存」ボタンを押します。 

 

 

<４５>入力が完了したら、「保存」ボタンを押します。 

入力を行っていたものを保存せずに中止する場合は、「取消」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅵ」画面 
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<４６>「保存」ボタンを押すと、保存確認メッセージが表示されます。 

保存するときは、「ＯＫ」ボタンを押します。 

保存を中止するときは、「キャンセル」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅵ」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

機能性表示食品制度届出データベース 届出マニュアル（食品関連事業者向け） 

110 

 

<４７>「ＯＫ」ボタンを押して保存が完了すると、「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式

Ⅵ」画面へ遷移し、保存内容が表示されるので内容を確認の上、「閉じる」ボタンを押し

て「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面へ戻ります。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅵ」画面 
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<４８>「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「様式Ⅶ」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 
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<４９>「様式Ⅶ」ボタンを押すと、「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅶ」画面が表示

されます。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅶ」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

[1] [2] [3] 

[1] [3]
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画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「編集」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅶ」

の登録、修正を行うとき、このボタンを押して

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅶ」

画面を表示します。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても

同じです。 

[2] 「印刷モード」ボタン 画面に表示している届出食品情報詳細を印刷する

とき、このボタンを押して印刷モード画面を表示

します。 

※印刷モードについては「補足３．印刷モードに

ついて」（P 196）を参照してください。 

[3] 「閉じる」ボタン 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅶ」

画面を閉じるとき、このボタンを押して「機能性

表示食品 届出食品基本情報詳細」画面に戻りま

す。 

※画面の上下にありますが、どちらを押しても

同じです。 

 

 

 

<５０>「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅶ」画面において、「編集」ボタンを押しま

す。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅶ」画面 
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<５１>「編集」ボタンを押すと、「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅶ」画面が表示さ

れます。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅶ」画面 

 

 

  

[9]

[1] [2]

[3] 

[4] 

[5] [6] 

[7] [8]

[10] 
[11] 

[12]

[13]

[14] 

[15] 

[16] 

[17] 

[18] 

[19] 

[20] 

[21] [22] 



 

機能性表示食品制度届出データベース 届出マニュアル（食品関連事業者向け） 

115 

 

 

画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「届出者の法人名」テキストボック

ス 

基本情報の法人名が表示されます。 

[2] 「届出者の代表者氏名」テキストボ

ックス 

基本情報の代表者氏名が表示されます。 

[3] 「届出者の住所」テキストボックス 基本情報の住所が表示されます。 

[4] 「製造者の氏名（製造所又は加工所

の名称）及び所在地」テキストボッ

クス 

様式Ⅲの製造・生産・採種・漁獲及び品質の管理

に関する情報（１）の入力情報が表示されます。 

 

[5] 「消費者対応部局（お客様相談室

等）の連絡先」テキストボックス 

消費者対応部局の連絡先を入力します。 

※入力必須項目です。 

[6] 「情報開示するウェブサイトの URL」

テキストボックス 

情報開示するウェブサイトの URL を入力します。 

※入力必須項目です。 

[7] 届出事項及び開示情報についての問

合せ先 

「部局」テキストボックス 

基本情報の担当部局が表示されます。 

[8] 届出事項及び開示情報についての問

合せ先 

「電話」テキストボックス 

基本情報の連絡先電話番号が表示されます。 

[9] 「商品名」テキストボックス 基本情報の商品名が表示されます。 

[10] 「名称」テキストボックス 食品表示基準第三条に基づく届出食品の名称を入

力します。 

※入力必須項目です。 

[11] 「食品の区分」テキストボックス 基本情報の食品の区分が表示されます。 

[12] 「錠剤、粉末剤、液剤であって、その

他加工食品として扱う場合はその理

由」テキストボックス 

届出食品が錠剤、粉末剤、液剤であって、その他

加工食品として扱う場合はその理由を入力しま

す。 

※最大文字数 1,024 文字 

[13] 「当該製品が想定する主な対象者

（疾病に罹患している者、未成年者、

妊産婦（妊娠を計画しているものを

含む。）及び授乳婦を除く。）」テキス

トボックス 

様式Ⅰの当該製品が想定する主な対象者（疾病に

罹患している者、未成年者、妊産婦（妊娠を計画

しているものを含む。）及び授乳婦を除く。）が表

示されます。 

[14] 「健康増進法施行規則第 11 条第２

項で定める栄養素の過剰な摂取につ

ながらないとする理由」テキストボ

ックス 

健康増進法施行規則第 11 条第２項で定める栄養素

の過剰な摂取につながらないとする理由を入力し

ます。 

※入力必須項目です。 

※最大文字数 3,500 文字 

[15] 「販売開始予定日」テキストボック

ス 

販売開始予定日を入力します。 

※入力必須項目です。 

[16] 「別紙様式（Ⅶ）－１作用機序に関す

る説明資料（公開）」添付ファイル 

別紙様式（Ⅶ）－１作用機序に関する説明資料

（公開）のファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添

付について」（P 193）を参照してください。 

※添付は必須です。 
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No. 項目名等 説明 

[17] 「公開する添付ファイルにマスキン

グをしたときはマスキングなしのフ

ァイルも添付すること（非公開）」添

付ファイル 

マスキングなしのファイル（非公開）を添付する

場合は、ファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添

付について」（P 193）を参照してください。 

[18] 「その他添付ファイル（非公開）」添

付ファイル 

その他添付ファイル（非公開）を添付する場合

は、ファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添

付について」（P 193）を参照してください。 

[19] 「作成状況」プルダウン 表示される中から該当する内容を選択してくださ

い。 

※入力必須項目です。 

[20] 「差戻しコメント」テキストボック

ス 

消費者庁からの差戻しコメントが表示されます。 

※届出（送信）後に差戻しがあった場合のみ表示

されます。 

[21] 「保存」ボタン 入力した内容を保存するときに、このボタンを押

します。 

[22] 「取消」ボタン 機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅶの編

集を中止するときに、このボタンを押して「機能

性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅶ」画面へ

戻ります。 

なお、それまでに入力した情報は保存されませ

ん。 

 

 
「作成状況」のプルダウンは、様式の入力が完了した場合は、「作成完了」を選択します。

まだ、入力途中で一度保存する場合は、「作成中」を選択し、「保存」ボタンを押します。 
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<５２>入力が完了したら、「保存」ボタンを押します。 

入力を行っていたものを保存せずに中止する場合は、「取消」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅶ」画面 
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<５３>「保存」ボタンを押すと、保存確認メッセージが表示されます。 

保存するときは、「ＯＫ」ボタンを押します。 

保存を中止するときは、「キャンセル」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報編集 様式Ⅶ」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<５４>「ＯＫ」ボタンを押して保存が完了すると、「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式

Ⅶ」画面へ遷移し、保存内容が表示されるので内容を確認の上、「閉じる」ボタンを押して

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面へ戻ります。 

 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅶ」画面 
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<５５>「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「届出送信画面へ」ボタンを

押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
様式Ⅰ～Ⅶの作成状況が「作成完了」になっていることを確認してください。改めて届出内

容を確認し「作成中」の場合は、「様式」ボタンを押して、「機能性表示食品届出食品情報編

集」画面で作成状況を「作成完了」で保存してください。 
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<５６>「機能性表示食品 届出食品基本情報編集・届出」画面が表示されます。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報編集・届出」画面 
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様式Ⅰ～Ⅶの全てが作成完了したら、「機能性表示食品の届出書作成にあたっての確認

事項」を再度御確認ください。 
その上で、「機能性表示食品の届出書作成に当たっての確認事項についてチェックを行

っている」にチェックを入れ、「チェックリスト（別紙様式２）、機能性表示食品（再届

出）に係る資料及び事業者団体が確認したことが分かる資料の添付（非公開）」に別紙様

式２を添付してください。 
 

※チェック及びチェックリストの添付は必須です。 
※「（機能性表示食品（再届出）である場合）同一性を失わない程度の変更を行う届出食品

の届出番号及び同一性を失わないとする理由」にチェックを入れた場合、「チェックリス

ト（別紙様式２）、機能性表示食品（再届出）に係る資料及び事業者団体が確認したこと

が分かる資料の添付（非公開）」の欄に別紙様式２と合わせて必要な資料を添付してくだ

さい。 
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<５７>内容の確認が完了し、届出を行う場合は、「送信」ボタンを押します。 

届出を行わず修正内容を保存する場合は、「保存」ボタンを押します。 

修正を行っていたものを保存せずに中止する場合は、「取消」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報編集・届出」画面 
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<５８>送信確認メッセージが表示されます。 

送信するときは、「ＯＫ」ボタンを押します。 

送信を中止するときは、「キャンセル」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報編集・届出」画面 
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<５９>送信が完了すると、「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面へ戻ります。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 
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<６０>「機能性表示食品 届出食品基本情報」で入力した連絡先メールアドレス宛てに機能性

表示食品に係る届出情報の仮受付完了のメールが送信されます。 

 

 
仮受付メールは届出を提出した翌日の朝に送付されます。届かない場合は正常に届出され

ていない可能性があります。届出担当者のメールアドレスの入力にミスがないか、メールがブ

ロックされていないかどうか確認してください。 

 

仮受付完了メール（件名） 

 

 

仮受付完了メール（本文） 

 
  

【機能性表示食品制度】届出情報の仮受付について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度の届出情報を仮受付いたしました。 

※受付はまだ完了していません。 

 

 

受付番号：xxxxxxxxxx ※この番号は、届出番号ではありません。 

商品名：○○○○○ 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 

注意 
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②届出情報に不備があった場合に再度届出を行う。 

<１>届出情報の内容に不備がある場合は、「機能性表示食品 届出食品基本情報」で入力した連

絡先メールアドレス宛てに届出の差戻しメールが送信されます。 

 

差戻しメール（件名） 

 

 

差戻しメール（本文） 

 

  

【機能性表示食品制度】届出の不備について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における届出の内容に不備がありましたので、 

お持ちのＩＤにて「機能性表示食品制度届出データベース」にログインし、 

差戻し理由、コメントの内容を御確認いただき、届出内容の修正を行ってください。 

 

 

受付番号：xxxxxxxxxx ※この番号は、届出番号ではありません。 

商品名：○○○○ 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 
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<２>「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面において、最新情報でステータスが「差

戻し」の届出情報の、参照「▶」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<３>「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「差戻し修正」ボタンを押し

ます。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

機能性表示食品制度届出データベース 届出マニュアル（食品関連事業者向け） 

128 

 

<４>確認メッセージが表示されます。 

内容を確認して、「ＯＫ」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
差戻しされた届出を複写し、届出情報を作成し直します。 

新規届出の時と同じく、最初に届出食品基本情報を保存し、その後で各様式の情報を修正し

てください。内容を変更する必要がない様式（消費者庁が確認済みの様式）については、修正

する必要はありません。 

 

  

注意 
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<５>「機能性表示食品 届出食品基本情報作成（変更）」画面が表示されます。 

修正が完了したら、「保存」ボタンを押します。 

修正を行っていたものを保存せずに中止する場合は、「取消」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報作成（変更）」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<６>保存確認メッセージが表示されます。 

保存するときは、「ＯＫ」ボタンを押します。 

保存をせずにメッセージを閉じるときは、「キャンセル」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報作成（変更）」画面 
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<７>保存が完了すると、「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面へ戻りますので、差

戻し修正した届出食品基本情報の参照「▶」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<８>「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「様式Ⅰ～Ⅶ」ボタンを押し

ます。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<９>「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅰ～Ⅶ」画面、「機能性表示食品 届出食品

情報詳細 様式Ⅰ～Ⅶ」修正画面及び「機能性表示食品 届出食品基本情報編集・届出」の

編集・送信の操作については、「４－３．（１）①機能性表示食品に係る届出情報の新規の届

出を行う」の 手順<７>～<５９>（P 57～124）を参照してください。 
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③受付の完了を確認する。 

<１>「機能性表示食品 届出食品基本情報」で入力した連絡先メールアドレス宛てに届出情報

の受付完了のメールが送信されます。 

 

仮受付メールは届出を提出した翌日の朝に送付されます。届かない場合は正常に届出され

ていない可能性があります。届出担当者のメールアドレスの入力にミスがないか、メールがブ

ロックされていないかどうか確認してください。 

 

受付完了メール（件名） 

 

 

受付完了メール（本文） 

 

  

【機能性表示食品制度】届出の受付完了について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における届出の受付が完了いたしました。 

 

受付番号：xxxxxxxxxx 

商品名：○○○○ 

届出日：xxxx/xx/xx 

届出番号：xxxx 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 

注意 
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（２）届出情報の変更を行う 

①機能性表示食品の変更届出を行う。 

【画面の遷移】 

・処理メニューから「機能性表示食品届出」を選択すると「機能性表示食品 届出食品基本

情報一覧」画面が表示されます。(P 133) 

・「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面において、変更する届出の「参照」ボタン

を押すと「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面が表示されます。(P 133) 

・「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「変更届」ボタンを押すと「機

能性表示食品 届出食品基本情報作成（変更）」画面が表示され、機能性表示食品届出食品

基本情報の入力を行います。(P 135) 

・「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面において、変更した届出の「参照」ボタン

を押すと「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面が表示されます。(P 140) 

・「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「様式」ボタンを押すと「機能

性表示食品 届出食品情報詳細様式Ⅰ～Ⅶ」画面が表示されます。(P 56) 

・「機能性表示食品 届出食品情報詳細様式Ⅰ～Ⅶ」画面において、「編集」ボタンを押すと

「機能性表示食品 届出食品情報編集様式Ⅰ～Ⅶ」画面が表示され、機能性表示食品届出

食品情報詳細様式Ⅰ～Ⅶの入力を行います。(P 57～124) 

【届出情報の内容】 

■届出食品基本情報 

■様式Ⅰ 届出食品の科学的根拠等に関する基本情報（一般消費者向け） 

■様式Ⅱ 安全性評価 

■様式Ⅲ 生産・製造及び品質の管理 

■様式Ⅳ 健康被害の情報収集体制 

■様式Ⅴ 機能性の科学的根拠 

■様式Ⅵ 表示の内容／表示見本 

■様式Ⅶ 食品関連事業者及び届出食品に関する基本情報／作用機序 

 

 

 

 

 

  

処理メニュー 

機能性表示食品 

届出食品基本情報 

一覧 

機能性表示食品 

届出食品基本情報

作成（変更） 

［機能性表示食品届出］ ［参照］ 

［参照］ ［戻る］ 

機能性表示食品 

届出食品情報詳細 

様式Ⅰ～Ⅶ 

［様式Ⅰ～Ⅶ］ ［閉じる］ 

機能性表示食品 

届出食品情報編集 

様式Ⅰ～Ⅶ 

機能性表示食品 

届出食品基本情報

編集・届出 

［届出送信画面へ］ 

［編集］ 

［送信・保存］ 

［保存］ 

［保存］ 

機能性表示食品 

届出食品基本情報

詳細 
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<１>「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面において、変更する届出情報の参照

「▶」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「機能性表示食品制度届出データベース」は、届出情報の履歴も保持しているため、変

更、撤回の届出を行った場合は、検索結果の一覧に同一の機能性表示食品で複数の届出情

報が表示されます。また、差戻しがあった場合は、消費者庁が使用するための版数の情報

も公開されるまで保持されます。 

最新情報にチェックがあり、ステータスが「公開済み」の届出情報のみ変更の届出がで

きます。 

 

<２>「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「変更届」ボタンを押しま

す。 

内容を確認して、変更届を続行する場合「ＯＫ」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 

 
  

注意 
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販売状況及び届出担当者の情報のみ変更する場合は、「変更届」ではなく「販売状況等

更新」を使用してください。 
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<３>「機能性表示食品 届出食品基本情報作成（変更）」画面が表示されます。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報作成（変更）」画面 
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画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「法人番号」テキストボックス 届出者の法人番号が表示されます。 

※法人番号が変更になった場合は、食品関連事業者

の基本情報からすべて新規申請する必要がありま

す。 

[2] 「法人名」テキストボックス 届出者の法人名を入力します。 

※入力必須項目です。 

[3] 「代表者氏名」テキストボックス 届出者の代表者氏名を入力します。 

※入力必須項目です。 

[4] 「郵便番号」テキストボックス 届出者の郵便番号を入力します。 

※入力必須項目です。 

[5] 「住所」テキストボックス 届出者の住所を入力します。 

※入力必須項目です。 

[6] 「電話番号」テキストボックス 届出者の電話番号を入力します。 

※入力必須項目です。 

[7] 「届出事項及び開示情報についての

問合せ先 担当部局」テキストボッ

クス 

届出事項及び開示情報についての問合わせ担当部局

を入力します。 

※入力必須項目です。 

[8] 「届出事項及び開示情報についての

問合せ先 部局」テキストボックス 

届出事項及び開示情報についての問合わせ担当部局

_氏名を入力します。 

※入力必須項目です。 

[9] 「連絡先電話番号」テキストボック

ス 

連絡先電話番号を入力します。 

※入力必須項目です。 

[10] 「連絡先内線番号」テキストボック

ス 

連絡先内線番号を入力します。 

[11] 「連絡先メールアドレス」テキスト

ボックス 

届出担当者の連絡先メールアドレスを入力します。 

連絡先メールアドレス（確認用）へ同じメールアド

レスを入力します。 

※入力必須項目です。 

[12] 「連絡先メールアドレス（確認用）」

テキストボックス 

[13] 「商品名」テキストボックス 商品名が表示されます。 

※変更できません。 

[14] 「食品の区分」プルダウン 食品の区分を選択して入力します。 

※入力必須項目です。 

[36] 

[34] 

[35] 

[37] 

[38] [39]

[32] [33] 
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No. 項目名等 説明 

[15] 「機能性関与成分名」テキストボッ

クス 

機能性関与成分名が表示されます。 

※変更できません。 

[16] 「表示しようとする機能性」テキス

トボックス 

表示しようとする機能性が表示されます。 

※変更できません。 

[17] 「機能性関与成分はエキスである」チ

ェックボックス 

該当する場合に、チェックを入れます。 

 

[18] 「喫食実績の評価により、十分な安全

性を確認している。」チェックボック

ス 

該当する場合に、「はい」にチェックを付して表示

されます。 

[19] 「既存情報による食経験の評価によ

り、十分な安全性を確認している。」

チェックボックス 

様式Ⅱの入力情報に応じて表示されます。 

[20] 「既存情報による安全性試験結果の

評価により、十分な安全性を確認して

いる。」チェックボックス 

[21] 「安全性試験の実施により、十分な安

全性を確認している。」チェックボッ

クス 

[22] 「最終製品を用いたヒト試験（ヒトを

対象とした試験）により、機能性を評

価している。」チェックボックス 

様式Ⅴの入力情報に応じて表示されます。 

[23] 「最終製品に関する研究レビュー（一

定のルールに基づいた文献調査（シス

テマティックレビュー））で、機能性

を評価している。」チェックボックス 

[24] 「最終製品ではなく、機能性関与成分

に関する研究レビューで、機能性を評

価している。」チェックボックス 

[25] 「新規の届出に係る変更でない事の

説明」テキストボックス 

新規の届出に係る変更でない事の説明を入力しま

す。 

※入力必須項目です。 

※最大文字数 1,024 文字 

[26] 「変更履歴」テキストボックス 変更履歴を入力します。 

※入力必須項目です。 

※最大文字数 1,024 文字 

[27] 「新旧対照表（公開）」添付ファイル 新旧対照表（公開）の、ＰＤＦファイルを登録しま

す。 

※[27]、[28]のどちらかの添付は必須です。 

[28] 「新旧対照表（非公開）」添付ファイ

ル 

新旧対照表（非公開））を添付する場合は、ＰＤＦ

ファイルを登録します。 

※[27]、[28]のどちらかの添付は必須です。 

[29] 「変更の理由等参考資料の添付（非

公開）」添付ファイル 

変更の理由等参考資料の添付（非公開）の、ＰＤＦ

ファイルを登録します。 

※添付は必須です。 

[30] 「連絡コメントの添付（非公開）」添

付ファイル 

連絡コメントの添付（非公開）を添付する場合は、

ＰＤＦファイルを登録します。 
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No. 項目名等 説明 

[31] 「その他添付ファイル（非公開）」添

付ファイル 

その他添付ファイル（非公開）を添付する場合は、

ＰＤＦファイルを登録します。 

[32] 「販売中」チェックボックス 販売状況（販売中、販売休止中）にチェックを入れ

ます。 

※新規届出日から 58 日経過した日までは、販売状

況は入力できません。 

※届出作成時は必ずチェックが外れます。 

※[32]、[33]のどちらかのチェックは必須です。 

[33] 「販売休止中」チェックボックス 

[34] 「（機能性表示食品（再届出）である

場合）同一性を失わない程度の変更

を行う届出食品の届出番号及び同一

性を失わないとする理由」チェック

ボックス 

該当する場合に、チェックを入れます。 

※新規届出時の入力情報に応じて表示されます。 

[35] 「届出番号」テキストボックス [34]にチェックが入っている場合、同一性を失わな

い程度の変更を行う届出食品の届出番号を入力しま

す。 

※[34] にチェックが入っている場合は入力必須

項目です。 

※新規届出時の入力情報に応じて表示されます。 

[36] 「同一性を失わない理由」テキスト

ボックス 

[34]にチェックが入っている場合、同一性を失わな

い理由を入力します。 

※[34] にチェックが入っている場合は入力必須

項目です。 

※新規届出時の入力情報に応じて表示されます。 

[37] 「（事業者団体等の確認を経た届出で

ある場合）確認を行った事業者団体

等の名称」テキストボックス 

（事業者団体等の確認を経た届出である場合）確認

を行った事業者団体等の名称を入力します。 

※新規届出時の入力情報に応じて表示されます。 

[38] 「保存」ボタン 入力した内容を保存するときに、このボタンを押し

ます。 

[39] 「取消」ボタン 変更届出を中止するときに、このボタンを押して

「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面へ

戻ります。 

 

 

 複数回の変更を行う場合、「新旧対照表（公開）」添付ファイル、「新旧対照表（非公開）」添付

ファイルは、変更履歴が分かるように、記載は追記してください。 

新旧対照表の作成については、「補足５．新旧対照表について」（P 209）を参照してくださ

い。 

 

「届出者の法人名」が変更となった場合は、公開情報の検索で旧社名でも検索できるよう名

称を登録してください。 例）○○株式会社（旧社名：△△株式会社） 

 

「取消」ボタンを押すと、確認メッセージは表示されず、そのまま「機能性表示食品 届出

食品基本情報一覧」画面へ戻りますので御注意ください。 

 

 

注意 
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<４>必要事項を入力したら、「保存」ボタンを押します。 

修正を行っていたものを保存せずに中止する場合は、「取消」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報作成（変更）」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<５>保存確認メッセージが表示されます。 

保存するときは、「ＯＫ」ボタンを押します。 

保存をせずにメッセージを閉じるときは、「キャンセル」ボタンを押します。 

 
「機能性表示食品 届出食品基本情報作成（変更）」画面 
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<６>保存が完了すると、「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面へ戻りますので、変

更した届出食品基本情報の参照「▶」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<７>「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「様式Ⅰ～Ⅶ」ボタンのうち

変更しようとする様式のボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 
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<８>「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅰ～Ⅶ」画面、「機能性表示食品 届出食品

情報詳細 様式Ⅰ～Ⅶ」画面の修正及び「機能性表示食品 届出食品基本情報編集・届出」

の編集・送信の操作については、「４－３．（１）①機能性表示食品に係る届出情報の新規の

届出を行う」の 手順<７>～<５９> (P 57～124) を参照してください。 

 

<９>「機能性表示食品 届出食品基本情報」で入力した連絡先メールアドレス宛てに変更届の

仮受付完了のメールが送信されます。 

 

 

仮受付メールは届出を提出した翌日の朝に送付されます。届かない場合は正常に届出されて

いない可能性があります。届出担当者のメールアドレスの入力にミスがないか、メールがブロ

ックされていないかどうか確認してください。 

 

仮受付完了メール（件名） 

 

 

仮受付完了メール（本文） 

 

 

  

【機能性表示食品制度】変更届の仮受付について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における変更届を仮受付いたしました。 

※受付はまだ完了していません。 

 

受付番号：xxxxxxxxxx  

届出番号：xxxx 

商品名：○○○○ 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 

注意 
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②消費者庁より差戻しされた変更届出の修正入力を行う。 

<１>届出情報の変更内容に不備があり、消費者庁より差戻しされた場合、「機能性表示食品 

届出食品基本情報」で入力した連絡先メールアドレス宛てに差戻しメールが送信されます。 

 

差戻しメール（件名） 

 

 

差戻しメール（本文） 

 
 
  

【機能性表示食品制度】変更届の不備について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における変更届の内容に不備がありましたので、 

お持ちのＩＤにて「機能性表示食品制度届出データベース」にログインし、 

差戻し理由、コメントの内容を御確認いただき、届出内容の修正を行ってください。 

 

受付番号：xxxxxxxxxx  

届出番号：xxxx 

商品名：○○○○ 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 
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<２>「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面において、最新情報でステータスが「差

戻し」の届出情報の、参照「▶」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

<３>「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「差戻し修正」ボタンを押し

ます。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

機能性表示食品制度届出データベース 届出マニュアル（食品関連事業者向け） 

144 

 

<４>確認メッセージが表示されます。 

内容を確認して、「ＯＫ」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
差戻しされた届出を複写し、届出情報を作成し直します。 

新規届出の時と同じく、最初に届出食品基本情報を保存し、その後で各様式の情報を修正し

てください。内容を変更する必要がない様式（消費者庁が確認済みの様式）については、修正

する必要はありません。 

 

  

注意 
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<５>「機能性表示食品 届出食品基本情報作成（変更）」画面が表示されます。 

修正が完了したら、「保存」ボタンを押します。 

修正を行っていたものを保存せずに中止する場合は、「取消」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報作成（変更）」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<６>保存確認メッセージが表示されます。 

保存するときは、「ＯＫ」ボタンを押します。 

保存をせずにメッセージを閉じるときは、「キャンセル」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報作成（変更）」画面 
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<７>保存が完了すると、「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面へ戻りますので、差

戻し修正した届出食品基本情報の参照「▶」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面 

 
 

<８>「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「様式Ⅰ～Ⅶ」ボタンのうち

変更しようとする様式のボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 

 
 

<９>「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅰ～Ⅶ」画面、「機能性表示食品 届出食品

情報詳細 様式Ⅰ～Ⅶ」画面の修正及び「機能性表示食品 届出食品基本情報編集・届出」

の編集・送信の操作については、「４－３．（１）①機能性表示食品に係る届出情報の新規の

届出を行う」の 手順<７>～<５９>（P57～124）を参照してください。 
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③受付の完了を確認する。 

<１>「機能性表示食品 届出食品基本情報」で入力した連絡先メールアドレス宛てに届出情報

の変更完了のメールが送信されます。 

 

受付完了メール（件名） 

 

 

受付完了メール（本文） 

 

 

 

 

 

  

【機能性表示食品制度】変更届の受付完了について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における変更届の受付が完了いたしました。 

 

受付番号：xxxxxxxxxx 

商品名：○○○○ 

届出日：xxxx/xx/xx 

届出番号：xxxx 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 
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（３）届出情報の撤回を行う 

①機能性表示食品の撤回届出を行う。 

<１>「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面において、撤回する届出情報の参照

「▶」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「機能性表示食品制度届出データベース」は、届出情報の履歴を保持しているため、変

更、撤回の届出を行った場合は、検索結果の一覧に同一の機能性表示食品で複数の届出情

報が表示されます。また、差戻しがあった場合は、消費者庁が使用するための版数の情報

も公開されるまで保持されます。 

最新情報にチェックがあり、ステータスが「公開済み」の届出情報のみ撤回の届出がで

きます。 

 

<２>「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面が表示されるので、「撤回届」ボタンを

押します。 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注意 
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<３>「機能性表示食品 届出食品基本情報撤回届出」画面が表示されます。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報撤回届出」画面 

 

 

[1] 

[8]

[2] 
[4]

[5] 
[3] 

[6]

[7]
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画面項目の説明 

No. 項目名 説明 

[1] 「届出事項及び開示情報についての

問合せ先 担当部局」テキストボッ

クス 

届出事項及び開示情報についての問合せ担当部局を

入力します。 

※入力必須項目です。 

[2] 「届出事項及び開示情報についての

問合せ先 氏名」テキストボックス 

届出事項及び開示情報についての問合せ担当部局_

氏名を入力します。 

※入力必須項目です。 

[3] 「連絡先電話番号」テキストボック

ス 

連絡先電話番号を入力します。 

※入力必須項目です。 

[4] 「連絡先内線番号」テキストボック

ス 

連絡先内線番号を入力します。 

[5] 「連絡先メールアドレス」テキスト

ボックス 

届出担当者の連絡先メールアドレスを入力します。 

連絡先メールアドレス（確認用）へ同じメールアド

レスを入力します。 

※入力必須項目です。 

[6] 「連絡先メールアドレス（確認用）」

テキストボックス 

[7] 「連絡コメントの添付（非公開）」添

付ファイル 

連絡コメント（非公開）を添付する場合は、ファイ

ルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」（P 193）を参照してください。 

[8] 「その他添付ファイル（非公開）」添

付ファイル 

その他添付ファイル（非公開）を添付する場合は、

ファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」（P 193）を参照してください。 

[9] 「この届出の撤回を申請します」チ

ェックボックス 

機能性表示食品の撤回届を行うとき、チェックを入

れます。 

※入力必須項目です。 

[10] 「届出撤回の事由」テキストボック

ス 

機能性表示食品を撤回する理由を入力します。 

※入力必須項目です。 

[11] 「送信」ボタン 入力した内容を送信するときに、このボタンを押し

ます。 

[12] 「取消」ボタン 撤回の届出を中止するときに、このボタンを押して

画面を閉じます。 

それまでに入力した情報は保存されません。 

 

 

販売状況は、撤回届の公開時に自動で「販売休止中」に変わります。 

 

[9]

[10]

[11] [12]

注意 
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<４>必要事項を入力したら、「送信」ボタンを押します。 

撤回の届出を中止するときは、「取消」ボタンを押します。このとき、入力した情報は保

存されません。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報撤回届出」画面 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<５>送信確認メッセージが表示されます。 

送信するときは、「ＯＫ」ボタンを押します。 
送信をせずにメッセージを閉じるときは、「キャンセル」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報撤回届出」画面 
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<６>送信が完了すると、「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面へ戻ります。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面 
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<７>「機能性表示食品 届出食品基本情報」で入力した連絡先メールアドレス宛てに撤回届の

仮受付完了のメールが送信されます。 

 

受付完了メール（件名） 

 

 

受付完了メール（本文） 

 

  

【機能性表示食品制度】撤回届の仮受付について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における撤回届を仮受付いたしました。 

※受付はまだ完了していません。 

 

受付番号：xxxxxxxxxx  

届出番号：xxxx 

商品名：○○○○ 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 
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②消費者庁より差戻しされた撤回届出の修正入力を行う 

<１>届出情報の撤回届の内容に不備があり、消費者庁より差戻しされた場合、「機能性表示食

品 届出食品基本情報」で入力した連絡先メールアドレス宛てに届出の差戻しメールが送信

されます。 

 

差戻しメール（件名） 

 

 

差戻しメール（本文） 

 
 

 

  

【機能性表示食品制度】撤回届の不備について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における撤回届の内容に不備がありましたので、 

お持ちのＩＤにて「機能性表示食品制度届出データベース」にログインし、 

差戻し理由、コメントの内容を御確認いただき、届出内容の修正を行ってください。 

 

受付番号：xxxxxxxxxx  

届出番号：xxxx 

商品名：○○○○ 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 
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<２>「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面において、最新情報でステータスが「差

戻し」の届出情報の、参照「▶」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<３>「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「撤回差戻し修正」ボタンを

押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 
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<４>「機能性表示食品 届出食品基本情報撤回届出」画面が表示されます。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報撤回届出」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[1] 

[2] 
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画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「連絡コメントの添付（非公開）」添

付ファイル 

連絡コメントの添付（非公開）を添付する場合は、

ファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」（P 193）を参照してください。 

[2] 「その他添付ファイル（非公開）」添

付ファイル 

その他添付ファイル（非公開）を添付する場合は、

ファイルを登録します。 

※ファイル添付については「補足２．ファイル添付

について」（P 193）を参照してください。 

[3] 「撤回」チェックボックス 機能性表示食品の撤回届を行うとき、チェックを入

れます。 

※入力必須項目です。 

[4] 「届出撤回の事由」テキストボック

ス 

機能性表示食品を撤回する理由を入力します。 

※入力必須項目です。 

[5] 「送信」ボタン 入力した内容を送信するときに、このボタンを押し

ます。 

[6] 「取消」ボタン 撤回の届出を中止するときに、このボタンを押して

画面を閉じます。 

なお、それまでに入力した情報は保存されません。 

 

 

  

[3]

[4]

[5] [6]
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<５>必要事項を入力したら、「送信」ボタンを押します。 

撤回の届出を中止するときは、「取消」ボタンを押します。このとき、それまでに入力した

情報は保存されません。 

「機能性表示食品 届出食品基本情報撤回届出」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<６>送信確認メッセージが表示されます。 

送信するときは、「ＯＫ」ボタンを押します。 

送信をせずにメッセージを閉じるときは、「キャンセル」ボタンを押します。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報撤回届出」画面 
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<７>送信が完了すると、「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面へ戻ります。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面 
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③受付の完了を確認する。 

<１>「機能性表示食品 届出食品基本情報」で入力した連絡先メールアドレス宛てに届出情報

の撤回届の受付完了のメールが送信されます。 

 

受付完了メール（件名） 

 

 

受付完了メール（本文） 

 

 

 

 

 

  

【機能性表示食品制度】撤回届の受付完了について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における撤回届の受付が完了いたしました。 

 

受付番号：xxxxxxxxxx 

商品名：○○○○ 

届出日：xxxx/xx/xx 

届出番号：xxxx 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 
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（４）届出情報の販売状況等の更新を行う 

①機能性表示食品の販売状況等の更新を行う。 

<１>「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面において、販売状況等更新をする届出情

報の参照「▶」ボタンを押します。 

「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「機能性表示食品制度届出データベース」は、届出情報の履歴も保持しているため、変

更届出、撤回届出、販売状況等更新を行った場合は、検索結果の一覧に同一の機能性表示

食品で複数の届出情報が表示されます。また、差戻しがあった場合は、消費者庁が使用す

るための版数の情報も公開されるまで保持されます。 

最新情報にチェックがあり、ステータスが「公開済み」の届出情報のみ販売状況等更新

の届出ができます。そのため、同日中に同じ届出食品に関する届出を複数行うことはでき

ません。 

また、販売状況等更新は、一度送信すると取り下げることができません。 

 

<２>「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面において、「販売状況等更新」ボタンを

押します。 

「機能性表示食品 届出食品基本情報詳細」画面 

 
  

注意 
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<３>「機能性表示食品 届出食品基本情報作成（販売状況等更新）」画面が表示されます。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報作成（販売状況等更新）」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

[7] 

[9] 

[8]

[10] 

[1] 
[2] 

[4] 

[5] [6] 
[3]
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画面項目の説明 

No. 項目名 説明 

[1] 「届出事項及び開示情報についての

問合せ先 担当部局」テキストボッ

クス 

届出事項及び開示情報についての問合せ担当部局を

入力します。 

※入力必須項目です。 

[2] 「届出事項及び開示情報についての

問合せ先 氏名」テキストボックス 

届出事項及び開示情報についての問合せ担当部局_

氏名を入力します。 

※入力必須項目です。 

[3] 「連絡先電話番号」テキストボック

ス 

連絡先電話番号を入力します。 

※入力必須項目です。 

[4] 「連絡先内線番号」テキストボック

ス 

連絡先内線番号を入力します。 

[5] 「連絡先メールアドレス」テキスト

ボックス 

届出担当者の連絡先メールアドレスを入力します。 

連絡先メールアドレス（確認用）へ同じメールアド

レスを入力します。 

※入力必須項目です。 

[6] 「連絡先メールアドレス（確認用）」

テキストボックス 

[7] 「販売中」チェックボックス 販売状況（販売中、販売休止中）にチェックを入れ

ます。 

※新規届出日から 58 日経過した日までは、販売状

況は入力できません。 

※届出作成時は必ずチェックが外れます。 

※[7]、[8]のどちらかのチェックは必須です。 

[8] 「販売休止中」チェックボックス 

[9] 「送信」ボタン 入力した内容を送信するときに、このボタンを押し

ます。 

[10] 「取消」ボタン 販売状況等更新の届出を中止するときに、このボタ

ンを押して画面を閉じます。 

それまでに入力した情報は保存されません。 

 

<４>必要事項を入力したら、「送信」ボタンを押します。 

修正を行っていたものを保存せずに中止する場合は、「取消」ボタンを押します。 

「取消」ボタンを押すと、確認メッセージは表示されず、そのまま「機能性表示食品 届

出食品基本情報一覧」画面へ戻りますので御注意ください。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報作成（販売状況等更新）」画面 
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<５>送信確認メッセージが表示されます。 

送信するときは、「ＯＫ」ボタンを押します。 

送信をせずにメッセージを閉じるときは、「キャンセル」ボタンを押します。 

 

販売状況等更新は、送信すると取り下げることができません。 

 
「機能性表示食品 届出食品基本情報作成（販売状況等更新）」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<６>送信が完了すると、「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面へ戻ります。 

 

「機能性表示食品 届出食品基本情報一覧」画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

注意 
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②受付の完了を確認する。 

「機能性表示食品 届出食品基本情報」で入力した連絡先メールアドレス宛てに届出情報の

販売状況等更新の受付完了のメールが送信されます。 

 

 
販売状況等更新の受付完了メールは届出を提出した翌日の朝に送付されます。届かない場合

は正常に届出されていない可能性があります。届出担当者のメールアドレスの入力にミスがな

いか、メールがブロックされていないかどうか確認してください。 

 

 

受付完了メール（件名） 

 

 

受付完了メール（本文） 

 
 

 

【機能性表示食品制度】販売状況等更新の受付完了について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における販売状況等更新の受付が完了いたしました。 

 

受付番号：xxxxxxxxxx 

商品名：○○○○ 

届出日：xxxx/xx/xx 

届出番号：xxxx 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 

注意 
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４－４．販売状況の更新について 

（１）更新の督促 

一定期間以上販売状況が更新されない場合、「機能性表示食品 届出食品基本情報」で入

力した連絡先メールアドレス宛てに更新を督促するメールが送信されます。 
 
 
 

販売状況の更新について（件名） 

 

 

販売状況の更新について（本文） 

 
 
 

 
一定期間(約半年）、販売状況が更新されない場合は、販売状況のチェックが外れ、約半年

以上、販売状況が更新されていない旨をデータベース上で公開いたします。 
販売状況に変更がなくても、必ず販売状況等更新を行ってください。 

 

 

 

 

 

【機能性表示食品制度】販売状況の更新について 

○○○○○殿 

 

以下の機能性表示食品は、販売状況の更新が行われておりません。 

つきましては、お持ちのＩＤにて、「機能性表示食品制度届出データベース」にログインし、「販売状況等更新」から更新 

をお願いいたします。 

なお、販売状況に変更がなくても、必ず更新作業をしてください。 

更新方法の詳細は「機能性表示食品制度届出データベース 届出マニュアル（食品関連事業者向け）」を御確認ください。 

 

届出番号：xxxx 

商品名：○○○○ 

 

万が一、xxxx 年 xx 月 xx 日までに更新されない場合は、「販売中」若しくは「販売休止中」のチェックが外れ、約半年以上、 

販売状況が更新されていない旨をデータベース上で公開いたします。 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問い合わせ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 

注意 
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（２）更新の督促（再送） 

４－４（１）のメール送付後７日間販売状況が更新されない場合、販売状況のチェック

が外れ、約半年以上、販売状況が更新されていない旨がデータベース上で公開されます。 
また、「機能性表示食品 届出食品基本情報」で入力した連絡先メールアドレス宛てに、

このことをお知らせするメールが送信されます。 
 

販売状況の更新について（再送）（件名） 

 

 

販売状況の更新について（再送）（本文） 

 
 
 

 
販売状況に変更がなくても、必ず販売状況等更新を行ってください。 
販売状況等更新を行うことで販売状況が公開データベースで公開されます。 

  

【機能性表示食品制度】販売状況の更新について（再送） 

○○○○○殿 

 

以下の機能性表示食品は、現時点で販売状況の更新が行われておりません。 

つきましては、前回のメールでお知らせしたとおり、以下の機能性表示食品は、販売状況が更新されていない旨を 

データベース上で公開いたしました。 

お持ちのＩＤにて、「機能性表示食品制度届出データベース」にログインし、「販売状況等更新」から更新をお願いいたします。 

なお、販売状況に変更がなくても、必ず更新作業をしてください。 

更新方法の詳細は「機能性表示食品制度届出データベース 届出マニュアル（食品関連事業者向け）」を御確認ください。 

 

届出番号：xxxx 

商品名：○○○○ 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問い合わせ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 

注意 



 

機能性表示食品制度届出データベース 届出マニュアル（食品関連事業者向け） 

168 

 

４－５．食品関連事業者基本情報変更の届出を行う 

（１）基本情報の変更の届出を行う 

【画面の遷移】 

・処理メニューより「基本情報届出」を選択すると「基本情報届出一覧」画面が表示されま

す。 

・「基本情報届出一覧」画面において、変更届出を行う届出情報の参照「▶」ボタンを押すと、

「基本情報届出詳細」画面が表示されます。 

・「基本情報届出詳細」画面において「変更届」ボタンを押すと「基本情報届出（変更）」画

面が表示され、食品関連事業者の基本情報について変更の届出ができます。 

 

<１>機能性表示食品制度届出データベースにログインし、「基本情報届出一覧」画面において、

変更する基本情報の、参照「▶」ボタンを押します。 

 

「基本情報届出一覧」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索結果の画面表示項目の説明 

 

 

 

 

 

No. 項目名等 説明 

[1] 「参照」ボタン 基本情報を参照（変更）するとき、このボタンを押

して「基本情報届出詳細」画面を表示します。 

[2] 「受付番号」テキストボックス 受付番号が表示されます。 

[3] 「版数」テキストボックス 版数が表示されます。 

処理メニュー 基本情報届出 

一覧 

基本情報届出 

詳細 

［基本情報届出］ ［参照］ 基本情報届出

（変更） 

［変更届］ 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 
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No. 項目名等 説明 

※版数は、差戻し後の再届出を行った回数で

す。 

[4] 「法人番号」テキストボックス 法人番号が表示されます。 

[5] 「食品関連事業者の氏名又は名称」

テキストボックス 

食品関連事業者の氏名又は名称が表示されます。 

[6] 「代表電話番号」テキストボックス 代表電話番号が表示されます。 

[7] 「履歴」テキストボックス 履歴が表示されます。 

※「変更届」の届出を行った場合に、履歴がカ

ウントアップされます。 

[8] 「最新情報」テキストボックス 最新情報のチェック有無が表示されます。 

[9] 「ステータス」テキストボックス ステータスが表示されます。 

 

 

「機能性表示食品制度届出データベース」は、届出した基本情報の履歴を保持している

ため、変更の届出を行った場合は、検索結果の一覧に複数の基本情報が表示されます。 

最新情報にチェックがあり、ステータスが「受付済み」の届出情報のみ変更の届出がで

きます。 

 

  

注意 
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<２>「参照」ボタンを押すと、「基本情報届出詳細」画面が表示されます。 

 

「基本情報届出詳細」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「編集」ボタン 基本情報の内容に不備があり、差し戻しされた場合

に基本情報の内容を修正するとき、このボタンを押

して「基本情報届出（編集）」画面を表示します。 

[2] 「削除」ボタン 画面に表示している基本情報を削除するとき、この

ボタンを押します。 

[3] 「印刷モード」ボタン 画面に表示している基本情報を印刷するとき、この

ボタンを押して印刷モード画面を表示します。 

※印刷モードについては「補足３．印刷モードにつ

いて」（P 196）を参照してください。 

[4] 「変更届」ボタン 基本情報を変更するとき、このボタンを押して「基

本情報届出（変更）」画面を表示します。 

[5] 「戻る」ボタン 「基本情報届出詳細」画面を終了するとき、このボ

タンを押して「基本情報届出一覧」画面に戻りま

す。 

[1] [2] [3] [4] [5] 

[1] [2] [4] [5]
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<３>「基本情報届出詳細」画面において、「変更届」ボタンを押します。 

 

「基本情報届出詳細」画面 
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<４>「基本情報届出（変更）」画面が表示されます。 

 

「基本情報届出（変更）」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面項目の説明 

No. 項目名等 説明 

[1] 「食品関連事業者の区分」ラジオボ

タン 

基本情報届出時に登録した区分が選択されます。 

※変更できません。 

[2] 「法人番号」テキストボックス 基本情報届出時に登録した法人番号が表示されま

す。 

※変更できません。 

※法人番号が変更になった場合は、食品関連事業者

の基本情報からすべて新規申請する必要がありま

す。 

[3] 「氏名又は名称」テキストボックス 食品関連事業者の氏名又は名称を入力します。 

法人の場合は、法人名（法人登記されている名称と

し、代表者の氏名は不要）、個人の場合は、個人の

氏名を入力します。 

※入力必須項目です。 

[4] 「屋号」テキストボックス 必要に応じて食品関連事業者の屋号を入力します。 

[5] 「郵便番号」テキストボックス 食品関連事業者の郵便番号を入力します。 

※入力必須項目です。 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 
[7] 

[4] 

[8] 

[9] 
[11] 
[13] 

[10] 
[12] 
[14] 

[15] 

[17] 
[16] 
[18] 

[20] [19] 

[21] 
[23] 

[22] 
[24] 

[26] [25] 

[27] [28] 
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No. 項目名等 説明 

[6] 「住所又は所在地」テキストボック

ス 

食品関連事業者の住所又は所在地を入力します。 

法人の場合は、本社住所（所在地）、個人の場合

は、生活の本拠を入力します。 

※入力必須項目です。 

[7] 「代表電話番号」テキストボックス 食品関連事業者の代表電話番号を入力します。 

※入力必須項目です。 

[8] 「FAX 番号」テキストボックス 食品関連事業者の FAX 番号を入力します。 

[9] 「届出担当者 部署」テキストボック

ス 

届出担当者の部署を入力します。 

[10] 「届出担当者 氏名」テキストボック

ス 

届出担当者の氏名を入力します。 

※入力必須項目です。 

[11] 「連絡先電話番号」テキストボック

ス 

届出担当者の連絡先電話番号を入力します。 

※入力必須項目です。 

[12] 「連絡先内線番号」テキストボック

ス 

届出担当者の連絡先内線番号を入力します。 

[13] 「連絡先メールアドレス」テキスト

ボックス 

届出担当者の連絡先メールアドレスを入力します。 

確認用テキストボックスへ同じメールアドレスを入

力します。 

※入力必須項目です。 

[14] 「連絡先メールアドレス（確認

用）」テキストボックス 

[15] 「その他担当者１ 部署」テキストボ

ックス 

その他担当者 1の部署を入力します。 

[16] 「その他担当者１ 氏名」テキストボ

ックス 

その他担当者 1の氏名を入力します。 

[17] 「その他担当者１電話番号」テキス

トボックス 

その他担当者 1の電話番号を入力します。 

[18] 「その他担当者１内線番号」テキス

トボックス 

その他担当者 1の内線番号を入力します。 

[19] 「その他担当者１メールアドレス」

テキストボックス 

その他担当者 1のメールアドレスを入力します。 

その他担当者 1のメールアドレス（確認用）へ同じ

メールアドレスを入力します。 [20] 「その他担当者１メールアドレス

（確認用）」テキストボックス 

[21] 「その他担当者２ 部署」テキストボ

ックス 

その他担当者２の部署を入力します。 

[22] 「その他担当者２ 氏名」テキストボ

ックス 

その他担当者２の氏名を入力します。 

[23] 「その他担当者２ 電話番号」テキス

トボックス 

その他担当者２の電話番号を入力します。 

[24] 「その他担当者２ 内線番号」テキス

トボックス 

その他担当者２の内線番号を入力します。 

[25] 「その他担当者２ メールアドレス」

テキストボックス 

その他担当者２のメールアドレスを入力します。 

その他担当者２のメールアドレス（確認用）へ同じ

メールアドレスを入力します。 [26] 「その他担当者２ メールアドレス

（確認用）」テキストボックス 

[27] 「送信」ボタン 入力した内容を送信するときに、このボタンを押し

ます。 
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No. 項目名等 説明 

[28] 「取消」ボタン 変更の届出を中止するときに、このボタンを押して

画面を閉じます。 

それまでに変更した情報は保存されません。 

 

 

 
代表者の入力欄（記入欄）はありませんが、代表者に変更があった場合、変更内容を確認す

るため登記簿謄本を消費者庁に郵送してください。 

  

注意 
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<５>変更後の内容に問題がなければ「送信」ボタンを押します。 

変更の届出を中止するときは、「取消」ボタンを押します。このとき変更した情報は保存

されません。 

 

「基本情報届出（変更）」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<６>送信確認メッセージが表示されます。 

送信するときは、「ＯＫ」ボタンを押します。 

送信をせずにメッセージを閉じるときは、「キャンセル」ボタンを押します。 

 

「基本情報届出（変更）」画面 
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<７>送信が完了すると、「基本情報届出一覧」画面へ戻ります。 

 

「基本情報届出一覧」画面 
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<８>食品関連事業者の「氏名又は名称」、「住所」、「代表電話番号」を変更した場合、仮受付と

なり、担当者のメールアドレス宛てに基本情報の変更の仮受付完了のメールが送信されま

す。 

それ以外の変更の場合は受付完了となり、メールは送信されません。 

 
仮受付メールは届出を提出した翌日の朝に送付されます。届かない場合は正常に届出されて

いない可能性があります。届出担当者のメールアドレスの入力にミスがないか、メールがブロ

ックされていないかどうか確認してください。 

 

仮受付完了メール（件名） 

 

 

仮受付完了メール（本文） 

 

  

【機能性表示食品制度】届出情報の受付完了について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における届出者の基本情報に関する変更を仮受付いたしました。 

受付番号：xxxxxxxxxx 

※受付はまだ完了していません。 

 

届出者の基本情報に関する変更内容について、担当者の情報に関する変更以外は、当庁において必要書類にて変更内容を確認

するため、 

xxxx 年 x 月 x 日必着で消費者庁食品表示企画課宛てに必要書類を郵送してください。 

封筒には、「『機能性表示食品制度』届出者の基本情報変更書類在中」と朱書きしてください。 

 

【郵送先】 

〒100-8958 千代田区霞が関 3-1-1 合同庁舎第４号館 消費者庁 食品表示企画課 

 

【必要書類】 

・法人の場合：登記簿謄本 

・個人の場合：住所、氏名、生年月日が確認できる本人確認書類（住民票の写し（コピー不可）、 

 運転免許証のコピー（裏面にも記載がある場合は表裏両面のコピー）、旅券（パスポート）のコピー等） 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問い合わせ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 

注意 
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（２）基本情報の変更に不備があった場合に再度届出を行う 

<１>基本情報の変更の内容に不備がある場合は、担当者のメールアドレス宛てに届出の差戻し

メールが送信されます。 

 

差戻しメール（件名） 

 

 

差戻しメール（本文） 

 

 

 

  

【機能性表示食品制度】届出者の基本情報変更：届出書の不備について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における届出者の基本情報の変更内容に不備がありましたので、 

お持ちの ID にて「機能性表示食品制度届出データベース」にログインし、 

差戻し理由、コメントの内容を御確認いただき、変更内容の修正を行ってください。 

 

受付番号：xxxxxxxxxx 

※受付はまだ完了していません。 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 
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<２>機能性表示食品制度届出データベースにログインし、「基本情報届出一覧」画面におい

て、修正したい基本情報の、参照「▶」ボタンを押します。 

 

「基本情報届出一覧」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<３>「基本情報届出詳細」画面が表示されますので、「編集」ボタンを押します。 

 

「基本情報届出詳細」画面 
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<４>「編集」ボタンを押すと、「基本情報届出（編集）」画面が表示されます。 

差戻し理由、差戻しコメントを参照して修正してください。 

 

「基本情報届出（編集）」画面 
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<５>修正後の内容に問題がなければ「送信」ボタンを押します。 

修正を中止するときは、「取消」ボタンを押します。このとき、修正した情報は保存され

ません。 

 

「基本情報届出（編集）」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<６>送信確認メッセージが表示されます。 

送信するときは、「ＯＫ」ボタンを押します。 

送信をせずにメッセージを閉じるときは、「キャンセル」ボタンを押します。 

 

「基本情報届出（編集）」画面 
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<７>送信が完了すると、「基本情報届出詳細」画面へ戻ります。 

 

「基本情報届出詳細」画面 
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<８>必要書類に不備があり、消費者庁より差戻しされた場合、届出の差戻し（必要書類不備）

メールが送信されます。 

 

差戻しメール（件名） 

 

 

差戻しメール（本文） 

 

  

【機能性表示食品制度】届出者の基本情報変更：必要書類の不備について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における届出者の基本情報変更のために郵送いただいた必要書類に不備がありましたので、 

下記差戻し理由、コメントの内容を御確認いただき、xxxx 年 x月 x 日必着で食品表示企画課に再度、郵送してください。 

封筒には、「（再）『機能性表示食品制度』届出者の基本情報変更書類在中」と朱書きください。 

 

受付番号：xxxxxxxxxx 

※受付はまだ完了しておりません。 

 

差戻し理由、コメント 

********************************************************** 

********************************************************** 

********************************************************** 

 

【郵送先】 

〒100-8958 千代田区霞が関 3-1-1 合同庁舎第４号館 消費者庁 食品表示企画課 

 

【必要書類】 

・法人の場合：登記簿謄本 

・個人の場合：住所、氏名、生年月日が確認できる本人確認書類（住民票の写し（コピー不可）、 

 運転免許証のコピー（裏面にも記載がある場合は表裏両面のコピー）、旅券（パスポート）のコピー等） 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 
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<９>「基本情報届出一覧」画面において、最新情報でステータスが「差戻し（必要書類不備）」

の基本情報の、参照「▶」ボタンを押します。 

 

「基本情報届出一覧」画面 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<１０>「基本情報届出詳細」画面へ戻ります。 

差戻し理由、コメントを確認して、必要書類を送付してください。 

 

「基本情報届出詳細」画面 
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（３）受付の完了を確認する 

<１>届出者の基本情報の変更完了のメールが送信されます。 

 

変更完了メール（件名） 

 

 

変更完了メール（本文） 

 

  

【機能性表示食品制度】届出情報の受付完了について 

○○○○○殿 

 

機能性表示食品制度における届出者の基本情報の変更の受付が完了いたしました。 

受付番号：xxxxxxxxxx 

※受付番号は機能性表示食品の「届出番号」ではありません。商品ごとの届出が必要です。 

 

下記 URL より、お持ちのＩＤにてログインし、内容の確認をお願いします。 

https://www.fld.caa.go.jp/certification/login_ini.do?login=KINOU 

 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

 

【問合せ】 

消費者庁 食品表示企画課 機能性表示食品制度担当 

03-3507-8800（代） 
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処理メニュー パスワード変更 パスワード変更

詳細 

［ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更］ ［ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更］ パスワード変更

編集 

［編集］ 

４－６．パスワードを変更する 

【画面の遷移】 

・処理メニューより「パスワード変更」を選択すると「パスワード変更」画面が表示されま

す。 

・「パスワード変更」画面において、「パスワード変更」をクリックすると、「パスワード変更

詳細」画面が表示されます。 

・「パスワード変更詳細」画面において「編集」ボタンを押すと「パスワード変更編集」画面

が表示され、パスワードの変更ができます。 

 
 
 
 

<１>「パスワード変更」画面において、「パスワード変更」リンクを押します。 

 

「パスワード変更」画面 
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<２>「パスワード変更詳細」画面が表示されます。 

 

「パスワード変更詳細」画面 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面項目の説明 

No. 項目名 説明 

[1] 「編集」ボタン パスワードの変更を行うとき、このボタンを押

して「パスワード変更編集」画面を表示しま

す。 

[2] 「戻る」ボタン 「パスワード変更詳細」画面を終了するとき、

このボタンを押して「パスワード変更」画面を

表示します。 

 

  

[1] 

[1] 

[2] 

[2] 
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<３>「パスワード変更詳細」画面において、「編集」ボタンを押します。 

 

「パスワード変更詳細」画面 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<４>「パスワード変更編集」画面が表示されます。 

 

「パスワード変更編集」画面 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面項目の説明 

No. 項目名 説明 

[1] 「パスワード変更」チェックボッ

クス 

パスワードの変更を行うとき、チェックを入れ

ます。 

[2] 「現パスワード」テキストボック

ス 

ログイン時に使用したパスワードを入力しま

す。 

[3] 「新パスワード」テキストボック

ス 

新パスワードを入力します。 

確認用へ同じパスワードを入力します。 

[1] 
[2] 
[3] 

[4] 

[5] [6]
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No. 項目名 説明 

[4] 「確認用パスワード」テキストボ

ックス 

[5] 「保存」ボタン 変更内容を保存するとき、このボタンを押しま

す。 

[6] 「取消」ボタン 変更を中止するとき、このボタンを押して「パ

スワード変更詳細」画面へ戻ります。 

 

 

 
パスワードは以下の条件で設定します。 

・８文字以上 15 文字未満 

・使用可能な文字は、半角数字・半角英大文字・半角英小文字・半角記号 

・必ず半角数字・半角英小文字・半角記号をそれぞれ１文字以上混在させること 

 

パスワードとして設定可能な文字・記号 

名称 文字・記号 

半角数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

半角英大文字 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

半角英小文字 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

半角記号 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ] ^ _ ` 

 

 

 

新パスワードには、過去に設定したものと重複したパスワードは設定できません。 

ユーザ ID、パスワードについては、「補足６．ユーザ ID、パスワードの管理について」（P 210）

を参照してください。 

 

  

注意 
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<５>必要事項を入力したら、「保存」ボタンを押します。 

中止するときは、「取消」ボタンを押します。 

 

「パスワード変更編集」画面 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<６>保存確認メッセージが表示されます。 

保存するときは、「ＯＫ」ボタンを押します。 

保存をせずにメッセージを閉じるときは、「キャンセル」ボタンを押します。 

 

「パスワード変更編集」画面 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

機能性表示食品制度届出データベース 届出マニュアル（食品関連事業者向け） 

191 

 

<７>保存が完了すると、「パスワード変更詳細」画面へ戻ります。 

 

「パスワード変更詳細」画面 
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補足 
補足１．掲示板について 

 
掲示板のお知らせを確認する場合の操作方法について説明します。 

 

（１）ＴＯＰメニュー画面の掲示板より、閲覧したいお知らせのタイトルのリンクを選択しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「掲示板詳細」画面が表示されます。 
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補足２．ファイル添付について 

 
添付ファイルを添付する場合の操作方法について説明します。 

 
（１）添付ファイルを添付する場合は「登録」ボタンを押します。 

 

 

 

 

（２）「添付登録」画面が表示されます。 

「登録ドキュメント」テキストボックスの「参照...」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「アップロードするファイルの選択」画面が表示されます。 

添付したいファイルを選択し、「開く」ボタンを押します。 

選択を取りやめる場合は「キャンセル」ボタンを押します。 
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（４）「登録ドキュメント」テキストボックスに添付ファイルのファイル名が表示されます。 

ファイルを添付する場合は「保存」ボタンを押します。 

添付を取りやめる場合は「取消」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）「保存」ボタンを押すと保存確認メッセージが表示されます。 

保存する場合は「ＯＫ」ボタンを押します。 

保存を取りやめる場合は「キャンセル」ボタンを押してメッセージを閉じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）「ＯＫ」ボタンを押すと、添付したファイルのファイル名が表示されます。 

添付したファイルを削除する場合は「削除」ボタンを押します。 
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添付ファイルの容量は最大 20MB です。 

pdf 以外の拡張子のファイルは添付できません。 

ファイル名に、丸付き数字や全角スペースは使用できません。 

（ファイル名に丸付き数字や全角スペースを使用した場合、登録されたドキュメントの参照

や保存が正常に行えない場合があります。） 

 

 

pdf ファイルは、文書のプロパティを設定してください。 

【文書のプロパティ】 

セキュリティタブ 

印刷：許可 

文書アセンブリ：許可しない 

文書のコピー：許可 

アクセシビリティのための内容の抽出：許可 

ページの抽出：許可しない 

注釈：許可しない 

フォームフィールドの入力：許可しない 

署名：許可しない 

テンプレートページの作成：許可しない 

※添付する PDF のセキュリティの不備等については、全て届出者の自己責任となりますので十

分御注意ください。 

 

 
差戻しや変更届で、添付したファイルの内容が変更となった場合は、変更箇所が分かるよう

に取消し線等で示すようにしてください。 

  

注意 

注意 
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補足３．印刷モードについて 

 
表示されている画面の印刷が可能です。操作方法について説明します。 

 

（１）「印刷モード」ボタンを押すと、印刷モードへ画面が切り替わります。 
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（２）「枠線付与」ボタンを押すと枠線がついた状態で印刷できます。 

「枠線解除」ボタンを押すと枠線が外れます。 
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（３）「印刷実行」ボタンを押すと、ブラウザの印刷機能の起動確認メッセージが表示されま

す。「ＯＫ」ボタンを押して印刷を行ってください。 

印刷を取りやめる場合は「印刷モード解除」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４
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補足４．ブラウザの設定内容の確認方法について 

 
（１）信頼済サイトへの登録 

本システムのアドレスを下記の手順で「信頼済サイト」に登録します。 

 

①Microsoft Internet Explorer 11 のメニューバーから[ツール]→[インターネットオプショ

ン]を選択します。 

 

 

 

②[セキュリティ]→[信頼済サイト]を選択し、[サイト]をクリックします。 
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③「この Web サイトをゾーンに追加する」に「https://www.fld.caa.go.jp」を入力し、[追加]

をクリックします。 

       

 

④「Web サイト」に「https://www.fld.caa.go.jp」が追加されていることを確認し、「閉じる」

をクリックします。 
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⑤「インターネットオプション」画面が表示されますので、[ＯＫ]をクリックし、画面を閉じ

ます。 
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（２）ブラウザの設定変更 

信頼済サイトについて、下記の手順でレベルのカスタマイズを行います。 

 

①Microsoft Internet Explorer 11 の メニューバーから[ツール]→[インターネットオプショ

ン]を選択します。 
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②[セキュリティ]→[信頼済サイト]を選択し、[レベルのカスタマイズ]をクリックします。 

 
 
 
「セキュリティ設定－信頼されたゾーン」画面が表示されます。 
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③「アクティブスクリプト」項目で[有効にする]をチェックします。 

      
 

④「ActiveX コントロールとプラグインの実行」項目で[有効にする]をチェックします。 
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⑤「スクリプトを実行しても安全だとマークされている ActiveX コントロールのスクリプトの

実行」項目で[有効にする]にチェックします。 

 

 
上記③～⑤の設定を行い[ＯＫ]をクリックします。 

 
 

⑥「このゾーンの設定を変更しますか？」が表示されますので、[はい]をクリックします。 
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⑦「インターネットオプション」画面が表示されますので、[ＯＫ]をクリックし、画面を閉じ

ます。 
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（３）インターネット Cookie の設定 

表示画面を印刷する「印刷モード」（詳細はマニュアルの「補足説明」を御参照ください。）

を使用したとき、システムエラー画面が表示される場合は、ブラウザの「インターネット Cookie

の設定」を変更してください。 

 

①Microsoft Internet Explorer 11 のメニューバーから[ツール]→[インターネットオプショ

ン]を選択します。 

 

 

 

②[プライバシー]を選択し、[詳細設定]をクリックします。 
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③「自動 Cookie 処理を上書きする」、「常にセッション Cookie を許可する」をチェックし、「フ

ァーストパーティの Cookie」、「サードパーティの Cookie」項目で[承諾する]をチェックしま

す。 

 
 
上記の設定を行い[ＯＫ]をクリックします。 

 
④「インターネットオプション」画面が表示されますので、[ＯＫ]をクリックし、画面を閉じ

ます。 
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補足５．新旧対照表について 

 

新旧対照表の作成について説明します。 

 

（１）次の３点に注意して作成してください。 

①今回の変更内容と前回の届出内容が比較対照できること。 

②変更した箇所について、取消し線などを記載し、一目で違いが分かること。 

③表示見本や分析結果証明書など新旧対照表を作成しにくい資料については、修正箇所が明確

に分かるような資料を作成すること。 

 

（２）作成した新旧対照表は、公開ファイルと非公開ファイルで、それぞれ一つの PDF を作成し

て添付してください。 
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補足６．ユーザ ID、パスワードの管理について 

 

本システムは、ユーザ ID及びパスワードによる主体認証を行った上で利用可能となっております

が、悪意ある第三者による不正アクセスの防止のためにも、 

 

①届出担当者において、ユーザ ID 及びパスワードの厳重な管理を行う 

②第三者から推測できるものや他の情報システムなどで利用されているパスワードを設定しない 

③届出担当者の変更があった場合は必ずパスワードの変更を行う 

 

などの適切な取扱いを行っていただきますようお願いいたします。 

 

また、上記のような取組はもちろんのこと、届出担当者の変更があったにもかかわらず、既に事

業者内に籍を置いていない者の個人アドレスが宛先設定となっているなどの場合、情報漏えいにつな

がる場合も懸念されることから、基本情報のうち連絡先電話番号、送付先メールアドレスなどについ

て、変更の必要はないか、厳に確認いただきますようお願いいたします。 


